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事業規程等
・事業規程等は、公社ホームページに掲載していますが、一部を「本しおり」

に掲載

・掲載にあたっては、各々の掲載先頭ページに次のような 【標記インデックス】を

貼付

インデ ックス標記 規程等の名称

貸借事業規程 山口県農地中間管理事業規程

貸借実施要領 農地中間管理事業事務実施要領

貸借様式 (同上)実施要領の様式一覧表と各様式
様式記載例 (同上)実施要領の一部様式の記載例
売買規程 山口県農地中間管理機構の事業の特例に関する規程

事務処理要領 山口県農地中間管理機構の農地売買等事業に係る事務処理

要領

売買様式 (同上)事務処理要領の様式一覧表と各様式
所有者不明農地 所有者不明農地の利用権設定等に係る事務処理要領



農地中間管理事業の概要

(県認可公告事務の権限移譲を前提)

1 事業の趣旨
農業経営の規模の拡大、農地の集団化、農業への新規参入者の促進等を通 じて、農地の

利用の効率化及び高度化を図ることで、農業の競争力を強化 し、農業を持続可能なものと

するため、平成 25年 12月 に「農地中間管理事業の推進に関する法律」 (以下「機構法」と

いう。)が制定されました。都道府県ごとに農地中間管理機構を設置 し、地域内に分散・錯

綜する農地を担い手等へ集積・集約化 して、担い手の農地利用が全農地の 8割 (山 口県に

おいては全農地の 7割 )を 占める生産構造を実現することが目標 となっています。

2 農地中間管理機構とは
農地の貸借 (農地中間管理事業)を主体に、農用地の利用の効率化及び高度化の促進
を図り、その実現を目指して事業を行う法人です。山口県においては、「公益財団法人や

まぐち農林振興公社」が農地中間管理機構 (以下「機構」という。)と して県知事から指

定を受けて事業を行っています。
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3 農地中間管理事業とは
機構が市街化区域 (※ 1)以外の農用地等を対象に実施する事業で、主に次の事業から
成り立ちます。農業経営基盤強化促進法 (以下「基盤法」という。)に基づく地域計画が
策定された区域で重点的に取り組むこととなっています。

(1)農用地等 (※ 2)について農地中間管理権 (※ 3)を取得し、担い手等に貸付けを
行う事業

(2)農地中間管理権を有する農用地等の造成、改良又は復旧、農業用施設の整備その他

当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務、農用地等の管理を行う事業

■
―
―



※ 1 市街化区域とは、都市計
画法で指定される都市計画

区域の 1つです。
すでに市街化を形成 して

いる区域とおおむね 10年

以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域 とさ

れています。

※2 農用地等とは、機構法第
2条第 2項に定められた以
下のものを指します。

①農用地

※3 農地中間管理権とは、機構法第 2条第 5項に定められた、機構が取得する以下の権
利を指します。

賃借権又は使用貸借による権利

農地貸付信託により取得する所有権

農地法第 41条第 1項に基づく知事裁定による利用権

4 農業経営基盤強化促進法等の一部改正
基盤法及び機構法が一部改正され、令和 5年 4月 から施行されました。
これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域の農業者等の話

合いによる将来の農地利用の姿が目標地図として明確化されます。令和 7年 4月 からの農
地貸借は、地域計画 (目 標地図)に基づいて行われることとなり、利用権設定等促進事業
(いわゆる相対契約)と 農地中間管理事業が統合一本化された仕組みが始まります。

R5年 3月 以前

①農地法第3条に基づく農業委員会の

許可

R7年 4月 以降

①農地法第3条に基づく農葉

委員会の許可

統合 化 ②農地中間管理事業による利
②市釘が定める農

公告 (基盤法)

※いわゆる相対

③農地中間管理事

用地利用集積計画の

用権設定

※ R5年 4月 ～R7年 3月

は経過措置期間

これに伴い、農地の機構への集積と担い手等への配分は、農用地利用集積等促進計画 (以

下「促進計画」という。)によって行われることになります。

契約

業による利用権設定

，
」

都市計画区城

市衡化調整区嬌 市衝化区燿

晨家振興地域

晨用地区燎

非線引都市計画区燿

※斜摯のある市衡化区崚以外の農用地等が農地中間管理事スの事業対象です.

●
０

②木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的

に供される土地

③農業用施設の用に供される土地

④開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地



機 構 を通 じた新 た な農 地 貸借 の しくみ

また、促進計画に係る手続きは、機構による農地中間管理権の取得と耕作者への貸付を

「集積」と「配分」の 2つの促進計画で行う2段階方式と、農地中間管理権の取得と耕作

者への貸付を 1つの促進計画で行う一括方式を設けます。

※事業のイメージ
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土 地 改 良 区

地域 の 土 地改 良事 策
の 1+画

農 地 中 間 管 理 機 構

機 構 は 地域 計 画 が策 定 され た 地 域 内 の農 地 貸借 等 を重 点 的 に実施

※農地中間管理機構を活用する [促進計画による手続き]は次の 2通 りがあります。

2段階方式 一括方式 3者契約

地権者 まとまつた形で

貸付

ざ ′ ′

機構

地権者 `…資料

【「集積 (借入)と配分 (貸付)」 の 2つの促進計画】

0契約設定期間は 10年を基本

0■料の徴収・支払は、機構が実施

O契約期間中に変更が生じた場合、所定の手続きで

変更可能

機 構

<.-.......
賃料

【借入から貸付まで 1つの促進計画】

0契約設定期間は、短期 (5年未満)も可

0賃料は、地権者と耕作者間で直接受け渡し

0契約期間中に変更が生じた場合、原則として

解約

ヽ ,

′ 賃料
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① 市町別農地集積 (機構転貸)実績 P10

② 市町別機構活用の経営体数 (個人・組織別) P ll

P12,13

P14④ [2段階方式]事務実施全体フロー
P15

⑥ [同上]促進計画の添付書類 P16

⑦ [―括方式]事務実施全体フロー P17

③ [同上]市町・機構事務実施フロー P18

参考資

料 I

5 市町等への業務委託
機構は事業を実施するにあたり、業務の一部を市町等へ委託します。[機構法第 22条 ]

※機構が委託することができない業務とは、機構法第 22条及び同法施行規則第 18条

に定める以下のものを指します。

①促進計画の決定

②農地中間管理権の取得の決定

③農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他

当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務の実施の決定

④事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成

6 農地集積推進員の配置
機構は、地域計画の策定主体である市町や農業委員会をはじめ、土地改良区、農業協同

組合など関係機関と連携し、農地中間管理事業を円滑に推進するため、県内に一定の活動

範囲を定めた農地集積推進員をきめ細かく配置します。

7 2段階方式における貸借手続き
(1)機構による農地中間管理権の取得 (地権者からの借入れ)

ア 農用地等の借入条件

①原則として、地域計画の目標地図に位置付けられた農用地等であること。

②耕作者 (受け手)への貸付けが見込まれる農用地等であること。

イ 農地の借入期間

機構は、借入を行うにあたっては、可能な限りその期間が 10年以上(機構と耕作者
との契約期間が満 10年になるように、借入期間を調整)と なるよう努めます。しかし

ながら、耕作者が高齢等の理由により、10年未満を希望されることも多くなってい
ることから、最短期間を 5年とし、借入期間は5年から 10年を基本としています。

ウ 借入 (農地中間管理権の取得)手続き
地域計画の達成に資するよう地権者と機構間の促進計画 (集積)を作成します。具体

4

③ 令和7年度 促進計画 (集積・配分・―括)に係るスケジュール

⑤ [同上]市町・機構事務実施フロー



的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画 (集積)案を提出する、も

しくは、農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画 (集積)の作成を要請す

ることを基本とします。

機構は、市町長に促進計画 (集積)の認可の申請を行い、公告により貸借等が成立し

ます。

工 農地中間管理権の解除

農地中間管理権を有する農地が次のいずれかに該当するときは、県知事の承認を受

けて、当該契約を解除する場合があります。

・農地中間管理権を取得した後、又は貸付先との契約が解除となった後、概ね 1年

を経過してもなお当該農地の貸付けを行う見込みがないとき
。災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難とな

ったとき

(2)機構からの利用権の設定 (耕作者への貸付け)

ア 貸付対象となる耕作者 (受け手)

イ 貸付手続き

地域計画の達成に資するよう機構と耕作者間の促進計画(配分)を作成します。
具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画 (配分)の案を提
出する、又は農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画 (配分)の作成を
要請することを基本とします。

なお、地域計画が策定されていない地域においては、機構は、促進計画(配分)案に
ついて縦覧 (機構ホームページで公表)を行い、利害関係人からの意見を求めた上で、

機構と耕作者間の促進計画(配分)を決定し、県知事に認可の申請を行います。
その後、県の認可。公告 (県のホームページに掲載)を経て、貸借等が成立します。

参考資料Ⅱ 事業活用事例 P19 P29
ウ 利用状況の報告

機構は、農地の利用状況について確認する必要があると判断した場合、耕作者に対

し、農用地等の利用状況報告書の提出を求めることがあります。

工 利用権の解除

次のいずれかに耕作者が該当するときは、機構は県知事の承認を受けて、設定した

地域計画の区域内 地域計画の区域外

原則 地域計画に位置づけられた農業を

担う者

担い手 (認定農業者、認定新規就農者、

基本構想水準到達者、集落営農組織 )

その他 上記以外の者で、地域計画の達成に

向け、市町・農業委員会が必要と認

める者

上記以外の者で、地域農業の発展に向

け市町・農業委員会が特に必要と認め

る者

Ｆ
Э



利用権を解除することがあります。

・借受農地を適正に利用していないと認められるとき
。正当な理由なく借受農地の利用状況の報告をしないとき
。正当な理由なく賃料を支払わないとき、その他信義に反した行為をしたとき

。農地法その他の農業に関する法令に違反している事実が判明したとき

8 -括方式における貸借手続き
(1)借入・貸付条件

借入 。貸付条件は、基本的には2段階方式と同様ですが、貸借期間は 5年未満の短

期間も可能としています。

(2)農地中間管理権の取得及び貸付手続き

地域計画の達成に資するよう地権者。耕作者と機構間の促進計画 (一括)を作成しま

す。具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画 (一括)の案を提

出する、もしくは、農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画 (一括)の作

成を要請することを基本とします。

なお、地域計画が策定されていない地域においては、機構は、促進計画(一括)案につ

いて縦覧 (機構ホームページで公表)を行い、利害関係人からの意見を求めた上で、促

進計画(一括)を決定します。
その後機構は、市町長に促進計画 (一括)の認可の申請を行い、公告により貸借等が

成立します。

(3)その他

利用状況の報告及び利用権の解除については、2段階方式と同様の対応となります。

9 機構による賃料の徴収と支払い
(1)2段階方式における取扱

賃料の徴収と支払は、促進計画等に記載の賃料の支払方法に基づき行います。耕

作者には、徴収月の lヶ 月前頃に機構から徴収日と当該年の賃料について事前通知を

行います。地権者には、支払月の lヶ 月前頃に機構から支払日と当該年の賃料につい

て事前通知を行います。

(2)一括方式における取扱

機構は、耕作者への賃料請求権を地権者に債権譲渡することから、地権者への賃料

支払い債務が弁済され、地権者は直接、耕作者に賃料の請求を行うことができます。

(民法 466条及び 467条 )。 よって、賃料の支払方法 (支払い時期・振込方法等)につい

ては、地権者と耕作者が協議し、耕作者が地権者に直接賃料を支払います。

(3)賃料の徴収と支払いの方法 (2段階方式)

Z_全型望塑L全
機構は耕作者から当該年の賃料を徴収し、その後機構が地権者へ支払います。なお、

必要書類は、地権者は(ア)、 耕作者は(イ)です。

′０



機構地権者 (出 し手 )

(ア)口 座振込依頼書兼委任状

「 賃料金額のほか、賃料受取の口座情報  「
|(金融機関名、口座名義人、日座番号)  |
Lを記載 したもの            L

耕作者 (受け手 )

(イ)貯金口座振替依頼書

口座振替のための口座情報 (口 座

名義人、日座番号)と 毎年の振替
日を記載したもの

※契約期間中に相続等が発生し、契約者の変更が生じたときは、(ア )、 (イ)の書類を相

続人等の名義で作成し直すことが必要となります。

金  納 耕作者 地権者

11月 11月 10日 の徴収 ■ I tlExE*ro>{+ar,'

※徴収日が、土 。日・祝日の場合は、翌営業日となります。

イ 物納の場合

耕作者が、毎年 12月 末日までに直接、地権者に物納し、 1月 15日 までに機構に
「納入済み」の報告を行います。

(4)賃料の税法上の取扱い
。地権者が受け取る賃料は、「不動産所得」として扱われます。

・耕作者が支払う賃料は、農業所得計算上の「必要経費」として扱われます。

10 契約の変更手続き
「2段階方式」における地権者と機構間及び機構と耕作者間の契約の変更は、地権者と

耕作者の合意によることが前提となります。これを受けて、機構は県及び市町と協議の上、

手続きを行います。
「一括方式」における契約の変更は、相続による契約者の変更の場合のみで、地権者と

耕作者の合意により手続きを行います。その他の変更については、一旦契約を解約後再契

約を行うこととなります。

11 契約の解約手続き
2段階方式における機構と耕作者間の契約を解約する場合は、次の耕作者が決定し

ていない場合は、原則として地権者と機構間の契約も解約します。この際、「地域計画」

の協議等を通じて次の耕作者を決めていく必要があります。

一括方式における解約は、地権者と耕作者の合意に基づきその手続きを行います。

12 果樹・施設等農地附属物が有る農地の原状回復について
契約を中途解約する場合や契約満了後契約を更新しない場合の原状回復について、地権

者・耕作者は、次のとおり手続きを行うこととし、公社及び市町、農業委員会等関係機関

は、円滑に手続きが進むよう、必要に応じ、連携して指導・助言を行います。

『

7
′



(1)

(2)

耕作者は、貸借契約締結当時に地権者と申し合わせた内容で原状回復を行う。

地権者は、上記 (1)の原状回復の状況を確認する。

13 契約期間満了の通知
2段階方式においては、契約終期の 6ヶ 月前を目安に機構から地域計画の策定主体であ

る関係市町に契約期間満了の通知を送付するとともに、当分の間、耕作者に対 しても通知

文書を送付 します。

14 契約期間満了後の再契約
契約期間満了の通知を受けた耕作者は、地権者と今後の契約について協議し、引き続き

貸借する場合は、市町に連絡し新規契約時と同様に関係書類を作成し手続きを行います。

地権者が耕作者との契約を希望しない場合は、地権者自身が耕作するか、市町担当者や

地域の農業委員・農地利用最適化推進委員等と相談し、新たな耕作者を探します。

15 所有者不明農地への対応

相続放棄等で地権者が不明となり遊休農地化する恐れのある農地を有効活用するため、

公社は、農地法第 41条に基づく県知事裁定により、農地中間管理権を取得し、耕作者ヘ

貸付を行うことができます。

参考資料Ⅲ 所有者不明農地の利活用のための制度概要 P30

16 農地中間管理機構の特例事業 (農地売買等事業)
基盤法第 7条の規定に基づき農地売買等事業を実施します。

(1)基本方針

①機構法による農用地利用集積等促進計画に基づく手続きを原則とします。

②農業委員会のあっせん等の取組みをベースに事業を進めます。

(2)農地売買等事業の要件

農地売買を行うための補助事業は、次の2つがあります。

農地売買等支援事業 (国庫) 農林地売買等事業 (単県 )

月,E

地

■百
つて

件

概ね 1,000ポ以上の農用地

地域計画区域内かつ農振農用地区域内の農用地 農振農用地区域内の農用地

・ほ場整備対象 (見込み)農用地  or
・まとまつた農用地 (効率的農作業可能 )

|〉 ほ場整備事業に係る売買は優先実施 (従前

地売買)

員

主

要

件

地域計画において、対象農地の農業を担う

者と位置づけられ、かつ下記のいずれかの

担い手要件を満たす者

・認定農業者・特定農業法人

・基本構想水準到達農業者・認定就農者

次のいずれかの者

・認定農業者 ・特定農業法人
・基本構想水準到達農業者 ・認定就農者
・あっせん基準を満たす者

（Ｘ
）



イメージ図

売 主

調整
・農地の確認

・売買条件の確認

・相手方の調整

農業委員会

‐

」 鵬

買主

● 土地代支払

ミJr、
さい)

/

(3)事業実施のための情報共有

農業委員会が農業者 (売主、買主)から相談を受け、農業委員会あっせんによる

機構活用の売買を計画される場合、農業委員会は下表の「農用地等売買に関する確

認事項 (農地売買等事務に係る事務処理要領の様式 1)」 を確認、調整しながら、機

構へ連絡し、機構とともに売買事業実施の準備を進めていくこととなります。

※売買事業業務での主な確認事項 (例 )

農用地等売■に関する確認事項

土地所有者 (出 し手 ) 買い受け者 (受け手 )
農地売買等支援事業 (国庫 )

の場合、認定農業者等が必須

条件です。

住    所

氏    名

年   齢 年  月  日生 (年齢  オ) 年   月

認定晨彙
=●

認  定 否

口◎抵当権等が現存していれ

ば、事前株消登記が必要。

・ ◎地域計画内・外

上場利用
=|ロ

_“ ロロ
“ “

´
""~

対

患

土

地

嬌当11等 簿当檜 :  ● 4可■腱区崚 } I n ir: a . i <

摯敵~面
顧
~

= ＼
売贅価格 円.全体

ヽ
ヽ暖 たり

必

要

●

類

霙 印 実

`,(本
人・保肛人零 |

畳2"饉 率 豊●全部亭嗅饉哺●
土地籠イ

`サ

:IC● 口刷■■過知 , t●■o`保饉人.

`0鑑

■■肛明■ 住民素又は法人壼:e事 興工明●

住民颯又は法人

'配
事項E朝●

認定彙業者年 認定証 (写 し,

凛棄経営改善計画書(写 し)

法人の11合構成員名簿も

構成員名

",法
人の11合 |

固定■こ

「

輌[明■

土地代振込先口塵名・■号

公園 114条 他口 ,

法令週守獣況 別籠チェック表で出し手から閻量がなtヽ ことを口き取 り

譲渡所得税特別控除は、農用

地区域内の農用地等です。

Ｑ
ノ

所有権移

土地代支払

斡

旋

所有権移転

|

オ )

の時に持参

印

…

嘲● (本人 )



転貸面積 (県認可面積 )
‖整
〈蘇的・
再貸付■ )

計
26
年魔

27
年広

20
年度
29
年度

30

年 度 年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年度

6

年 度
黒計

下関市 61 358 132 131 130 23 53 61 113 187 160 1.409 255 :,154

宇都市 25 77 4 22 7 78 28 18 2 11 42 314 46 268

山口市 26 126 463 313 175 175 132 213 124 266 386 2.399 648 1,751

萩 市 148 344 145 97 40 29 58 9 28 35 210 1.143 346 797

防府市 41 38 77 フ3 38 29 116 57 52 89 10フ フ17 219 498

下松市 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 7 4 3

岩国市 0 1 2 4 14 11 5 2 9 13 17 78 7 7:

光市 0 11 4 61 4 6 1, 2 7 47 4 157 56 101

長門市 303 216 124 72 66 51 79 102 107 127 108 1.355 328 1,028

柳井市 42 76 24 67 24 16 17 54 37 46 195 598 217 381

美祢市 0 134 43 116 29 112 10 22 40 8 24 537 26 5:1

周南市 2 58 17 11 8 22 32 18 14 31 27 240 10 230

山陽小野田市 0 12 83 26 9 19 4 7 14 28 54 255 58 197

周防大島町 3 2 6 18 9 4 7 4 0 4 10 67 22 46

上関町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田布施町 32 18 8 34 39 4 9 31 16 12 37 240 58 183

平生町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

阿武町 21 1 0 232 6 4 2 2 74 0 27 369 87 282

704 1.472 1.136 1,277 598 581 563 603 636 904 1,405 9,878 2,377 7,501

市町別農地集積 (機構転貸)実績

注)合計欄の数値は、小数点第1位を四捨五入して表記しているため、市町の合計と一致しない。
各年度の転貸面積数値は、県認可時の数値(公告日基準)で、その後の変更等による減少した面積等は反映していない。

単位 :ha

10

二十



やまぐち晨林振興公社から震地を借り受けている経営体数 【R7年 3月 31日時点 継続契約分】
農地中間管理事業による転貸契約 (平成26年3月 27日～令和7年 3月 31
日の間)契約継続中の経営体数 (法人、1固人別)

※市町における公社活用状況
(2020年農林集センサス数値との比較)
① 公社賃借継縦面積(ha)
② 農林葉センサス 当該市町の
経営耕地のある経営体数

③ 農林業センサス 当該市町の
経営耕地面積(ha)

④ ③に対する①公社貸借面積の割合

※県全体
経営耕地のある経営体   15717
面  積           25,330ha
うち〔所有]経営耕地経営体  15148
面  稲1     12.572ha

うち[借入]経営耕地経営体   5190
面  積     12.758ha

① l154ha
②2624人
③ 4401 ha

④26%

()197ha
2 380 
3 644ha

. (c3l %

① 3ha
②127人
③ 97ha
④3%

① 1028ha
②1039人
③2045ha
④50%

① 1751ha
② 2956人
③ 5950ha
④ 2996

①lha
②130人

③ 95ha
④l%

183ha
②190人
③ 278ha
④66%

① 268ha
②780人
に)1 21 2ha
④22%

① 282ha
② 123人
③ 388ha
④ 73%

① 797ha
②1370人
③ 2576ha
④31%

① 51lha
②1201人
③ 2586ha
④20%

長
',市

① 71ha
②1330人
③ 121 6ha

④6%
① 381 ha

② 595人
③ 784ha
④ 49%

防府市

山口 市

喜口市

宇辞市

① 46ha
② 775人
③ 489ha
④ 9%

① 498ha
②716人
③ 1008ha
④49%

① 101 ha

②293人
③ 445ha
④2396

阿武町
7法人 。9日人

紋市
39法人・ 40日人

長同市

35法人・ 96●人

山□市
72法人・ 82個人

″ ¬闘r―
22法人 。20個人

15法人・ 24個人
7

13法人 。15儘人
34法人・ 49個人 コ

21法人 。21個人

12法人 。15個人

ｒ
Ｌ 5法人 。23個人

“

3個人

14法人 。1個人
E

『15法人・ 79日人
6法人・ 5個人

10法人・16個人 3個人

① 230h●

②104フ 人
③ 1096ha
④21%

4

)

蕨 市

″´

)

ヽ

:

ヽ

820経 営体 (内法人320)7,501ha



2段階方式

令和7年度 農用地利用集積等促進計画 (集積)及び農用地利用集積等促進計画 (配分)に関する公告スケジュール(案 )

(公財)やまぐち農林振興公社

］
Ｎ

機構の手続き
促進計画(集積)の
案提出〆切
(市町→機構)

促進計画(集積)の
認可申請
(機構一市町)

市町長の認可
認可の公告
(市町HP等掲載 )

促進計画(配分)の案提
出〆切
(市町→機構 )

促進計画(配分)の
認可申請
(機構→県)

知事の認可
認可の公告
(県 HP掲載 )

1回 目

促進計画(集積)の
認可申請(機構→

市町)10日前

各市町において設
定する日

4月 30日    水 6月 13日   金 6月 27日   金

2回 目 7月 3:日   本 9月 12日     金 9月 26日    金

3回 目 10月 28日    火 12月 12日   金 12月 19日   金

4回 目 12月 26日    金 2月 13日    金 2月 25日    水

促進計画(配分)

の案提出

市町

公告

促進計画(集積 )
の案提出

農業委員会総会等の

農業委員会意見聴取市町(例 )

※県認可・公告事務の権限移譲を受けていない市町のスケジユールは、別途協議します。

各市町において設
定する〆切日

「

~~



一括方式

令和7年度 農用地利用集積等促進計画 (―括)手続きスケジュール(案 )

一
ω

機構の
手続き

○促進計画 (―括)の案
一覧表提出〆切
○促進計画(―括)の
素案提出〆切
(市町→機構 )

地域計画外 利害関係人の意見聴取

O促進計画(一括)の
案
提出〆切
(市町→機構)

促進計画(一括)の
認可申請
(機構→市町)

市町長の認可
認可の公告
(市町HP等掲載 )

○テンプレートの
作成・提出〆切
(市町→機構)

1回 目 2月 10日     月 2月 14日    金 2月 21日   金 2月 27日    木

各市町において
設定する日

各市町の認可・公告し
た概ね1か月後※※

2回 目 4月 3日    本 4月 8日   火 4月 15日   火 4月 17日    木

3回 目 5月 2日 金 5月 8日   本 5月 15日   本 5月 19日    月 5月 22日    本

4回 目 6月 3日 火 6月 9日    月 6月 16日    月 6月 17日   火 6月 20日     ,金

5回 目 7月 3日 木 7月 8日   火 7月 15日   火 7月 16日    1水 7月 22日    水

6回 目 8月 4日 月 8月 8日   金 8月 18日    月 8月 22日   金

7回 目 9月 3日 水 9月 8日    月 9月 15日    月 9月 17日    水 9月 22日    月

8回 目 10月 3日     1金 10月 8日   水 10月 15日   水 10月 17日   金 10月 22日   水

9回 目 11月 4日    火 11月 7日   金 11月 14日   金 11月 17日   月 11月 21日   金

10回 目 12月 3日     1水 12月 8日    月 12月 15日   月 12月 17日   水 12月 22日    月

11回 目 12月 25日    ,本 1月 8日    本 1月 15日    1木 1月 16日    金 1月 21日    水

12回 目 2月 3日 火 2月 6日    1金 2月 13日    :金 2月 17日   火 2月 20日    金

市町の

続き(例 )

※県認可・公告事務の権限移譲を受けていない市町のスケジュールは、別途協議します。
※※テンプレートの作成・提出(市町→機構)については、当面機構にいただいた促進計画(―括)の素案提出の時の
一覧表を、機構でテンプレートに転記した後、足らないデータを埋めていただく作業を行っています。

市町公告促進計画(―括)の案

及び一覧表 作成

農業委員会総会等の

農業委員会意見聴取

テンプレート

作成

促進計画(―括 )
の案提出

3月 19日   本

4月 22日    火

8月 15日   金



地権者〈出し手)  農業委員会 公  社 県   耕作者 (受け手)市  町

【毎年度当初 公社 → 各市町 】
市町へ促進計画案の作成、提出の依饉

案件成のため

の0前調整

晨地台帳等の情報提供

(D促進計画の案

●成の事前調整

案●成のため

の事前調整

テ

ン
プ

レ
ー

ト
作
成

農委サポートシステムの活用

計
画

集

積

案
の

調
整

②テンプレートの作成

促進計画 、集積 )

C)促進計画(集積)の案
並びに促進計画(配分)
の素案を同時に作成.

添付,矮作成.印檻調
整寄

案への押印  キーーー

| !rLr-lutrlldlr

0)テンブレート.促進

計画(集積)添付■類
の調整
促進計画案の作成に

00促遣計画(集積)

の認可・公告

`0認

可通知

促進計画(集積)

写しの送付

計

画

【
集
積

】
の
作
成

・
公
告

※促進計画 (集積)洒付●ロ

ロ座揉込依頼書I,DF送信後

郵送 )

委任状又は晨地貸僣契約

に係る讐約■(PDF送信後郵

送,

一―
―
―
十
１
，
―
―
―
‘
―
―
―

認可通知受理

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐~‐‐‐
■

集積計画(写し,

公告済通知

※促進1+画 (配

分)添 付
=類・,考株式3‐ 1～

3‐3又は3-4

認可通知受理

(0取締 画(集  _   ●

③促進計画 (集

積)を定め.市町
へ認可申請

■)の案の提出

(PDf送信 )

認可通知受理 認可通知受理

計

画

【
配
分

】
案

の
調
整

`つ

県認可・公告
計

画

【
配
分

】
の
公
告

⑫ 耕作者との促進

計画 (配分 )案作成

調整

促遣計画(配分)

の案へ押印
※添付■類
口座振書依頼●

地域計画を策定していない地域
の■合は.促遣計画〈配分)を公

社ホームページで縦覧 (7日

間)じ、利害関係人の意見を聰取

⑭促進計画(配分)

を定め、県へ認可

申請

促遣計画

(配分)写し

受理

⑮認可通知

促輩計画(配分)

写しの送付

農用地利用集積等促進計画[2段階方式]事務実施全体フロー

14

⑥促4計画(集積)の案並
「

~」
(D促進計画の東並び

びに⑦促進計画(配分)の | 」に促進計画(配分)東
案に対する意見■を作成・「

~¬
を策定するに当たって.

提出         | 1晨 委から意見を聴取

に__」

認可通知受理

――――」

l③暖計■C分)「
~¬

巴生_劃
|



地

権

者

と

の

契

約

市  町 公  社 備 考

1必要書類」

0(檬■ 2)利用権設定申山●兼晨用地利用
摯薇等促t計画 (集積)☆原本 1部作成

O(様式4)口座振込依颯●兼姜任状
0(様式 5)委任状
O(●●●式1)相曖,1係説明図 (必要に応じ掟山)

0(様式1‐ 1)●用地利用■■●促遣針■〈菫薇)の案に
ついて く提出)

0(●式3)●地中間,理事摯の対,■地リスト

0(様式2)利用権臓定中出書兼■用地利用彙薇等促違‖

■ (■a) (PDFメ ール送■)
t」 (株式4)口座振込依薇■兼委任状(郵送)

Ⅲ(様式5)委 it,(POFメ ール送信後郵送)

.,(,考様式1)相後閲係説明図 (任意提出)

●(様式16‐ 1)土地改良事業の実施に伴う晨用'11利用集薇

等促進計画 (■薇)のヽ約事項 (ほ場壼偏事葉地区内で

の必要な場合のみ作成〉(郵送)

公社に提出

※ (様式1-1)農用地1),用 集積等促道計画(集積)

の案について(提出)

X(株式3)農地中間管理●業の対,農地リスト

X受 け手一覧表

※ (様式2)利用権設定■出●兼■用地利用集積年

促進計画 (集■ )

(様式2)利用格設定申山,兼農用地利用集積等促進計画 (集

薇)

・ (株式6)農用地利用集積等促進計画(■積)の認

可について(■

")・/促議.1画 (颯橘,・,■の´′:は必壼なし て

“,ヽ 6の み送′1,
市町認可・公告

K公告後、公社へ公告された日の報告
晨地中間管理事業関係事務処理要餞、権限移諄  ` 様

促進計画 (魚■)の 案は写しを送イ,(PDFで
メール送信)

O(●式7)機構関連晨地整備●業説明日

機構関連農地蒙備事業実施地区は必須

・(様式2),1用 権設定■由●兼凛用地利用集凛

寄促進計画 〈彙嶺)の内容確認
・ (薇■3)晨地中間管理●業の対象農地リスト

照合

・契約晏任状 (檜続懺係説明図は任意)等確

認

(a式2)利用権設定申山
=兼
晨用地利用集検等

促進計画(彙級)公告後.市町又は農業姜員会よ

り土地所有者へ控え送付

耕

作

者

と

の

契

約

・(,■■■4-1)凛用地利用■●■促五計画 (配

分)案のほ要について

・(,■●■4‐2)農用地利用彙晨●促速
`1面

(配

分)案に対する意見
=

X促進計画(配分)を 公社ホームページで織覧

(7日 間)し 、11害関係人の意見を聰取

地城計国内外φ対拿農地の情報(農地地番.面積、契約期

間)

0(様式3‐ 1)「 凛用地利用集積等促進:1画 (配分)案につい

(捉山)|

公社に提出 :郵送 ,

()(●●様式3‐ 1～ 4)原状回復に関する確認■等ω設等附属

物がある場合)

●(●●様式11‐ 1.2,3)■ 借相の設定等を受ける者の農業経営

の状況等(耕作者が地域計画に位置付けれていない場合)

('■様式3‐ 1～4)は .壼 実用施設や果樹等が

設置されている場合.及 び貸付後に設置する

場合必要と',る 書類

☆出し手との日整が必要となるため、

公社が借受ける前に出し手、受け手の

協議のうえで作成する

0(燎式3)晨地中間管理事■の対■■地リスト
→ンステム1,,1み

0(凛式9)■月地利用集積●促違
=1面

1配分 |

O(様式10)貯金口座振曽依頼
=

0(様式■6-0土地改良●業の実施に伴う晨用地利

用集積等促進計画(配分)特約事項(口場整備●東地

区内のみ必要に応じて件成)

0(,考様式6)凛作業・晨産物販売受晏託契的●

(必要に応して■成)          一

★      '.  ‐

県

へ

の

提

出

※(様式12)農 用地利用集積等促進計画 (配

分 )の認可について (申請)

X(,■●式4‐3)農用地利用集積等促進計画(配

分)の実に対する意見聰取の結果につtヽて

※利用権設定―■衰 (認可した集積等促進

計画(配分)の概要一覧表)
Xは武3)農地中間管理●業の対象農地リスト
※解約農地一覧表の作成

→

→

農用地利用集積等促進計画 [2段階方式]市 町 。公社事務実施全体フロー

・EIIは、市町の手続き ・[二■■は市町で準備する書類     ・●は必須■類     ・―は必要に応じて準備する書類

15

ト
|

|

|

(●■3)餞 iし ,.受け手の中し出により農地中籠管理事

業の対象農地リストの

'成
(システム取込テンプレー

ト)

・システムに取込、あ■●燎の出カ

・●口の印饉口壼
|

ヽ
／
コ
　
「

地城‖画外の対拿晨地の情報(晨地地番、面積.契約期間)

地域1+面の区域外の晨地を用



一
い

[2段階方式]促進計画の添付書類

様式 9農用地利用集積等促進計画 (配分 )

※耕作者が地域計画に位置付けられていない場合は、下記の農業経営

状況等の書類が必要です。様式11‐ 1～ 11‐ 3は、直近に認定された農業経

営改善計画書又は法人総会資料で代えることができます。

様式 11‐ 1

様式11-2

様式11-3

農業経営の状況等

同 農地所有適格法人
同 農地所有適格法人以外の法人

⑤ 様式10   貯金口座振替依頼 (賃貸借 :金納の場合)
⑥ 参考様式3‐1 原状回復に関する確約書
参考様式3‐2   誓約書
参考様式3‐3   連帯保証人承諾書 (連帯保証人は2名 )
⑦ 参考様式3‐4 農地附属物に関する確認書
※書類⑥か書類⑦かどちりかの書類を作成

O参考様式3‐ 1～ 3‐ 4は、耕作者が新規就農者又は農葉振興に関する
国・県等の事業を活用する者であつて、果樹・施設等農地附属物等を

設置する、あるいは果樹・施設等農地附属物等が設置された農地を

借り受ける場合に作成

地域計画区域内の添付書類 地域計画区域外の添付書類

事

前

様式 3農地中間管理事業の対象農地について (テンプレー ト)

省略可

●

●

顧式丁 農地中間管理事業の対象農地について (テンプレート)

省略可

●

●

地

権

者

様式 2利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画 (集積 )

※市町の裁量で省略可となる場合を「●」で記載

① 様式4    口座振込依頼書兼委任状 (賃貸借 :金納の場合)
② 様式5    委任状 (農地所有権が複数の場合)
③ 参考様式1  相続関係説明図
④ 参考様式2  農地貸借契約に係る誓約書

※書類C()か書類④かどちらかの書類を作成

様式 2 利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画 (集積)

※市町の裁量で省略可となる場合を「●」で記載

① 様式4   口座振込依頼書兼委任状 (賃貸借 :金納の場合)
② 様式5   委任状 (農地所有権が複数の場合)
③ 参考様式1 相続関係説明図
④ 参考様式2 農地貸借契約に係る誓約書
※書類②③か書類④かどちらかの書類を作成

耕

作

者

様式 9 農用地利用集積等促進計画 (配分)
様式11-1    農業経営の状況等
様式11-2      同 農地所有適格法人
様式11-3      同 農地所有適格法人以外の法人

様式11‐ 1～ 11‐3は、直近に認定された農業経営改善計画

書又は法人総会資料で代えることができます。

l

C 様式10   貯金口座振替依頼 (賃貸借 :金納の場合)
参考様式3-1 原状回復に関する確約書

参考様式3‐2   誓約書
参考様式3-3   連帯保証人承諾書 (連帯保証人は2名 )
参考様式3‐4 農地附属物に関する確認書
※書類⑥か書類⑦かどちらかの書類を作成

:⑥

l

:

:

:

i⑦

O参考様式3-1～ 3‐4は、耕作者が新規就農者又は農集振興に関する
国・県等の事業を活用する者であって、果樹・施設等農地附属物等を

設置する、あるいは果樹・施設等農地附属物等が設置された農地を

借り受ける場合に作成

|

|

l

:

:

:

:

:

:

:

:

:



農用地利用集積等促進計画 [―括方式]事務実施全体フロー

農業委員会 公  社 県   耕作者 (受け手)項目 地権者 (出し手) 市  町

【毎年度当初  公社 → 各市町 】
市町へ促進計画案の作成、提出の依頼

農姜サポートシステムの

活用

1促進計画の案
作成の事前確認

案作成のための

事前調整

素
案
提
出

　

　

促
進
計
画
案
の
調
整

　

促
進
計
画

【
一
括

】
の
作
成

・
公
告

地域計画の農地情報

促進計画〈―括)素案提
に

出  |
⇒ 画(―括)事前チェッ

画内外

1利害関係人の意見を聴取

1促進計画(―括)の対彙農

地を公社ホームページで

縦覧(7日間)

4促進計画(―括)の

案に対する意見を提出

③促進計画(―括)案

に対する意見を農委
から聴取

⑦促進計画(―括)

の 認可・公告

3認可通知
促進計画 (―括 )

写しの送付

認可通知受理

促進計画 (―

括 )(写し)公告

済通知の保管

認可通知受理 促進計画 (―

括)(写し)公告

済通知の保管

契約管理

契約者からの

問合せ等への

対応
【
公
告

後

】

i

XtErrl{- Frata'c, f, l

*$J€lttL. csvi-r<U, i

※ICSVデータを機構
システムでテンブレー

|卜に変換し、転送

1当面の対応

1促進針百{―枯)の素栞提出時に提出された一覧表のデータを公社
こ転配して市町に送信⇒市町・農葉委員会で不足

公社に提出

卜!

じ

手書き

②促遺計■〈―精)の率の作成 (次のどちらかの様式で,自ロ
薔)

システム入

力 又 は

促進計画

(―指)の案記

入・署名

※添付書類

(市町菫量有り)

促進計画(―

括)の案記入・

■名

※添付書類

(市町織量有り)

⑥促進計画〈―括)の

案と同様の促進計画

(―括)を定めて、市

町へ認可申請

⑤促進計画く―括 )

の案の提出

0公告後、テンプレート作成
契約管理に必要な事項記入

17

促
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画
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選

択
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計

画

案

の

調

整

計

画

の

作

成

・

公

告

素

案

公

告

後

農用地利用集積等促進計画 [一括方式]市町 。公社事務実施フロー

促蓮可画面(=霧ア素案提出の事務公 社市 町

0)農用地利用集積等促進計画(―括)の

素案提出について (提出)(様式10)

12〕促進計画(―括)の素案(PDF)
(]1促進計画(一括)の素案対象農地一覧

(参考様式11)(農地地番、面積、契約期

間、地権者、耕作者、地域計画

市町認可・公告

公告後、テンプレートに必要事
項を記入
※農集委員会が農業委員会,
ポートシステムに入力したデー

タ(CSV様式)を機構支援シス
テムに取り込みテンプレート様
式に変換後、必要事項を記入

(様式 14)利用権設定申出●兼農用地

利用集積等促進計画 (一括)

・手書き用 :地権者・耕作者が農地

等の情報を記入し自薔。日付、果

樹・施設等附属物がある場合の

日 記入。

・システム入力用:テ ンプレートを

整理し、機構支援システムを利用し

必要事項を事前に記入する。地権者・

耕作者は必要事項を記入し自暑。日

付、果樹・施設等附■物がある場

合の日 記入。

/● 様式 3 用

;remo++aotur:r[-lE) 」を記載

促進計画 (―括)事前

チェック

公社HPで利害関係人
から意見聴取

農用地利用集積等促進

計画 (―括)の策定

●(様式15)農用地利用集積等

促進計画 (―括)の認可につ

いて(申請)

※促進計画(―括)の添付は必

要なし (様式15のみ送付)

促進計画(―括)の素案提出は、機構が示した提出

期限までに①、②、③を電子データとして送付

各農用地利用集積等促進計画 (― 括)の素

案は写しを公社ヘメール送信してください

× 各促進計画祖 饉 地 ■

=ロ

‐ ‐ |=コ

Ⅲ… 嘔■口■コ
_ 口 ■ …

_ ‐■ _=.ヤ '.■ =‐ ■
___ _1_t

.′   ユ鴨二‐1_:¬ :   ^・

1 1 地 ||| 千:

①

一一囀一ぽ
②

積等促進計画 (―括)の案

について (提出)

●(様式14)利用権設定申出

書兼農用地利用集積等促進

計画(―括)

★原本 1部作成 〈写しを公

社に提出)

※公告後、公社へ公告の報告

農地中間管理事業関係事務処理要

領(権限移譲)様 式4

様式14農用地利用集積等促進計画 (―括)

システム出力用、手書き用どちぅか作成

,考様式11
口違精 |―括1の 1案対魚凛地―贅.  市.町

● |ツ・
|

|〃 |

.|」

日

〓

」

公告後、市町又は農業委員会より促進計

画(―括)地権者・耕作者へ送付

促進計画 (―括)の素案対象農地一覧は、参

考様式11で農地情報等を取りまとめたデー

タか、既存書類で参考様式11の基本情報が

入っているデータ(農業委員会総会提出資料

等)の提出も可です。

|※当面の対応

1 促進計画(―括)の素案提出時に提出された一覧表のデータを公社がテンプ

|レートに転記して市町に送信→市町・農業委員会で不足データを記入し公社に

1提出

公菫
"団
法人やまぐち晨■■■公社

●地

“

0,コ■彙部長 棟
OO市町
担当

晨用亀利用二薔■2達樋  (― 括つ ■■螢日について
(11出 )

山口彙晨地中間管理●彙事務■■ロロ,5彙 の増定にら
づを.■日唸利用集■年促違計面(―播・の緊■対●●鑢―

■を澤えて■出します.

●考様式10

Ⅲ積迪薔

年 月 日

18
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機構活用例  農地基盤整備事業と農地中間管理事業の連携

機構が、市町や土地改良区と連携して、地権者と耕作者の間に入り、権利関係の調整役の一端を担う

ことで、農地基盤整備事業実施地区内での動きが加速します。

貸借では、ケース 1 地域の農地の大半を機構が従前地で借り受け、地域内の法人に一括貸付を行
うが、当初は使用貸借で、一時利用地指定が出た段階で、賃貸借に切換

(機構は利用料の変更を含む契約管理を実施)

ケース2 地域の農地の大半を機構が従前地で借り受け、面工事期間中は機構が中間保有

し、一時利用地指定が出るまでの間は、地権者が管理耕作。一時利用地指定後

は、地区内の法人等担い手に貸付 (使用貸借から賃貸借への切換も実施)

ケース3 基盤整備後、地区内の複数の担い手の経営地が飛び地状態にある場合、機構が
間に入って調整を行い、再配分により経営地の集約化を段階的に実施

貸  借 契約開始時期は2通り:②～④の間「従前地契約」、③「一時利用地指定後契約」

⑦
完
　
　
了

①
地
区
要
望

②
事
業
採
択

③
換
地
原
案
作
成

④
換
地
原
案
同
意

農地

基盤整

事業の
ユ■
″]L4し

備

⑤
着
　
　
エ

⑥
施
　
　
エ

③

一
時
利
用
地
指
定

⑨

権

利
者

会
議

⑩
換
地
処
分

①

負

担

金
償
還

機構活用例  中間保有中に保全管理作業を行い、地域担い手へ貸付
機構保有中に保全管理作業 (耕転、除草、防除等)を実施し、その後、担い手農家等へ貸付

山口市秋穂黒潟地区   ほ場整備事業と連携した集積・集約化の取り組み

機

構
ヨ
『
・ ´

コロロ

地

権
者

耕

作

者

参考 市町や関係機関と連携 した県内事例

山口市川西中地区 基盤整備事業への取り組み

防府市奈美地区

美祢市本郷地区

法人化への取り組み

防府市大道干拓地区   担い手農業者間の経営地の集約化

防府市上田・真鍋地区  農業競争力基盤整備事業と連携した農地の団地化

周南市鹿野地区等 新規就農者パッケージ支援による担い手の確保

長門市俵山黒川地区   担い手不在地域の農地を、地区外の担い手ヘマッチング

萩市川上野戸呂地区   集落全体を遊休農地解消緊急対策事業でリノベーション

長門市日置地区

19

集落全体のルールに基づき集落ぐるみで移住者の農地集約を実現
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法人化・ほ場整備の合意形成への取り組み
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山口市秋■■目地区

「取組のポイント」
/地区内の農地をまとめて機構が借受けることで、担い手への
スムーズな農地の移行を実現した。

|

均
こ
１

″でな

、山口賣鐸
【↑写真:地域の話合いの様子】

０
●

山口市黒潟地区はH27年から実施したほ場整備事業を契機として、新たに集落営農法人を設立するとともに、個人の認定農業者との調和

を図りつつ、農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積・集約化に取り組んだ。

●集積面積  :ほ場整備地区内約138ha(人・農地プランのエリア)
●担い手の状況 :集落営農法人:1(新設)、 認定農業者 :3

ほ場整備地区内の農地(従前地を含む)をまとまつた形で借受け、ほ場整備事業の進捗にあわせて、担い手への集積を進めていく。

<考え方>①一時利用地の指定のタイミングで、耕作者を変更していく。

②面工事期間中は機構が中間保有し、一時利用地の指定がされるタイミングで、担い手に耕作者を変更する。

③面工事の実施までは、従前の耕作者(非担い手を含む)に貸付を行い、担い手に引き継がれるまでの間、耕作(管理)を行う。

⇒担い手による従前地(未整備田)の管理負担の削減

▲

②
【ほ場整備計画と機構事業】

①利用権設定済(Rl.3貸付)
②一時利用指定済(Rl.12月貸付)
③R2施工開始(中間保有)
④H30施工開始(中間保有)
⑤Rl施工開始(中間保有)
⑥R4～5施工予定(Rl.12月 貸付)

中口保有

【考え方の整理】

●一時利用指定後に担い手に

集積(黄 )
●ほ場整備工事中は、機構が

中間保有(緑 )
●従前の耕作者に当面貸付

(青 )

ヽ
―
ノ
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取組の内容

地区の概要

取組内容

健薗で貸付
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山口市川西中地区

「取組のポイント」
/ 地区内の農地をまとめて機構が僣受けることで、担い手へのスムーズな農地の移行を実現
/ 工事開始までは、地権者 (従来の耕作者)と農作業受委託契約を結ぶことで、農地の荒廃を防ぐ

。
メ

〈
圧ヽしす

ヽ
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山口市川西中

r‐ 、

くヽ
ヽ

Ｎ

一

取組の内容

ロ

●集積面積  :27.4ha

●担い手の状況 :農事組合法人:1(他地区からの参入)

地区の概要

①ほ場整備実施地区の全農地を、従前地でまとめて機構が借り受ける。(R2)

②面工事実施につき耕作できない農地は、機構で中間保有する。(R3～ R4)

③耕作できる農地は、機構と耕作者の間で特定農作業受委託契約を結ぶ。(R3)

④一時利用指定が出た農地を、法人に貸し付ける。(R4～ R5)

くほ場整備実施スケジュール>

令和4年面工事

|

Pl踵

■■■

令和3年面工事

)>左図赤塗り部分(1工区)

令和豊三度面エ事{耕作不可)

>左図青塗り部分 (2工区)
令和4年度面工事(耕作不可)

;.

従前地でまとめて借受

● I中間保有 :  =:貸付

■中間保有
二 貸付
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′担い手の確保ができなかつた集落において、近隣の集落営農法人に集積することが合意され、基盤整備事業

に取り組むことができた。機構も間に入り、法人が農地を引き受けるにあたつての条件 (地権者が実施する管理

作業の内容や基盤整備の条件等)の調整に参画した。
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防府市豪羮地区における法人化の取■

地域の高齢化や担い手不足が深刻化する中、13名の有志が立ち上がり幾多の話し合
いを重ね、各種制度や補助事業を駆使し農地を集積。周辺他地区への波及効果も期待

●
.′

′´

ノ
防府市奈美

32haノ′37ha

8696

<ポイント>
「多面的機能支払交付金」の取組を契機に、ほ場整備
と法人化に取り組むとともに、農地中間管理機構を通
じて地域全農地の8割以上に当たる32haを従前地と
して集積し法人への貸し付けを実施

機構貸付農地面積/地域全農地面積

割  合
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L 【現在(4年 3月末)の状況】
‐3

く令和 5年秋～区画整理工事>5.8ha
R3.12月 機構から法人へ地区内の農地

をまとめて貸付
工事開始までは法人の組合員
が耕作・管理

R5.秋  工事開始予定 (休耕)
→ 一時利用指定が出た農地から
営農開始
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取組内容

く令和4年度区画整理工事>
9.lha

R3.12月 機構から法人へ地区の農地
をまとめて貸付
工事開始までは法人の
組合員が耕作・管理

R4.4月  工事開始 (休耕)
→ 一時利用指定が出た農地から
営農開始

く令和 2年度区画整理工事>219ha

R2   ェ事開始
R3.12月 機構から法人へ地区内の農地

をまとめて貸付 (休耕)
→ 一時利用指定が出た農地から
営展開始

く令和4年秋～区画整理工事>1■6ha
R3.12月 機構から法人へ地区内の

農地をまとめて貸付
工事開始までは法人の

組合員が耕作・管理
R4.9月  工事開始  (休耕)
→ 一時利用指定が出た農地から
営展開始
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関係機関が協力して法人化 0ほ場整備の合意形威を確立

興格市本郷地区

「取組のポイント」
/県 ・市・JAがアンケートを行い、課題を明確にした上で議し合いを進めた結果
法人化及び回場整備に向けた合意形成を取りまとめることが実現
/機 構としては集落営農法人での事例の少ない樹園地の集積を支援

中山間地域の盆地で年間平均気温は14℃前後。豊富な湧水源等を有すが、ほ場整備が実施されておらず

耕作条件が悪いことから、農業従事者の高齢化、兼業化が進んでいた。

① 平成25年 8月ほ場整備推進委員会設置。11月 法人設立推進委員会発足。平成26年 5月 県及び市、JA

が協力して法人化に向けた集落アンケートを実施し、住民は地域の課題を共通認識。座談会・集会を通じ

て課題解決に向けて話合う。

② 平成27年 2月地元の川西梨組合を解散。3月集落営農法人の設立を行い、法人が樹園地の農地集積を

図る。法人は新規就業者受入体制整備事業(単県事業)によリトラクター、管理機を導入。平成27年 12月機

構を活用した農地集積(約 32ha)に結び付く。

③ H27年 (法人設立1年目)は、組合員への委託方式(主食米、飼料用米)と共同栽培(大豆、裸麦)、 専属

スタッフ制:3名 (梨園栽培)で経営を開始し、H28年 (法人設立2年 目)は大型農業機械を導入し作業効率

を高める。

活用前 活用後
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嵐「全
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日

1美
祢市本郷

ヽ

Ｏ

ω /出し手の声「公的機園が契
約の間に入ることで安心慮

があつた.」
/受け手の声「―斉に契約し
たことで皆の安心感が得ら

れ、仲間患口が生まれた」
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地区の概要 法人の様子

取組の内容

取組の成果

機構の活用による地区内農業の変化

機構

活用面積

借入面積 32.O ha

転貸面積 32.O ha

新規集積面積 27.9 ha

地区内農地面積 整備前 整備後

12.9 ha(2796) 39.2 ha(8496)

3.2 ha/経営体 9.8 ha/経営体

0.39 ha/団 地

46.6 ha

0.82 ha/Ett,

集積面積・集積率

平均経営面積

平均団地面積(H26年度 ) (H29年度 )
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購府市大遭干拓地区

地域の担い手が個々に耕作しているが、高齢化が進んでおり、いつ離農するともわからない状況であつた

ため、将来を見据えた農地の集積・集約化の取組みを実施。結果として、地域集積協力金 (集約化タイプ)を

地域に落とすことができた。
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防府市大道干拓
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:

実施前 実施後

同一担い手が耕作するlha以上の団地数

同一担い手が耕作するlha以上の団地面積

割合

<ポイント>どの晨地が誰にいつても良いように、地域の晨地の借賃を3,000円に統一

000

4ha

20団地

45ha

50.4%

2¬ 団地

64ha

71.0%

●地域全農地面積 :90.3ha ●既貸付面積 :9ha

●機構貸付面積 :76ha   ●再貸付面積 :■ 9ha
★機量の孟用昼型 ■5%
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島き積再配分
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WCS団地栽培・法人や担い手が
効率よく利用できるように

担い手以外の自作農家の協力も

得て耕作農地を交換調整

機構ヘー括集積
91.5%集積

A農業法人

■■1担い手Bさん
■■1担い手Cさん
■■1担い手Dさん
担い手以外自作農家

機構利用 しない
以下のいずれかの要件を満たす必要

(事業実施年度の翌々年度まで)

①地域の農地面積に占める担い手
のlha以上の団地面積の割合が
20ポイント以上増加

②既に担い手のコha以上の団地
面積の割合が40%以上の地域
において、担い手の1団地当たり
の平均面積が1.5倍以上に増加

40%超70%以下

機構活用率

区分2 70%超

交付単価

1.0万円/10a

0.5万円/10a区分 1

交付単価

交付要件
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農業競争力強化基盤整備事業と連携した農地の団地化

防府市 上田・真鋼地区

L': ユ

>担 い手集積面積
0503ha-0630ha(▲ 3割 )

>担 い手集積率
066.9%‐ 083.8%(▲ 3割 )

>団 地数
026団地→02フ団地

>平 均団地面積
01.6ha→ 02.3ha(▲ 4割 )

Ｎ

９
田汎 のための農業競争力強化基盤整備事業の導入を契機に、担い手、JA、 市、県(農林水産事務所)及び機構を構成員とする「上田真鍋地区

水田高機能化推進委員会」を設置し、農地の集約化について毎年見直しを行い団地面積を拡大した。

②地域全体で農地中間管理事業に取り組むことで、集積率、集約化率を向上させ、基盤整備の事業要件をクリアすることができた。

③ 機構は、関係機関(防府市、山口農林水産事務所(農村整備部、農業部)、 JA等 )の協力を得て、機構集積の主旨・メリットをPRするとともに、農地集
積推進員が中心となつて各農家に参加を呼びかけるなど集約化・団地化を進めた。

④ 担い手別に集約したプロック(1～十数枚の圃場)ごとの平均面積も取組前(下図A)の 2倍となつた(下図B)。

地域面積 75.2ha

「取組のポイント」

′ 関係機関と機構の農地集積推進員が一体となつて、農地の集積・集約化を促進
/ 基盤整備を契機に、地域全体で農地中間管理事業に取り組み、地域の話し合いを
継続的に行うことで担い手への集積・集約化を実現

A.活用前
(H26年度当初

B.活用8年後
(令和4年度 )

1量い
担し

担い手集積 63.Oha
担い手集積率 84%
担い手別のフ

・ロック 33フ
・ロツク

1.89ha/フ
・ロツク
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また、12人の担い手が高齢化農家の農地の受け手となり地区の67%の農地を集積し5～ 10ha規模の稲作経営を展開
い手していたが、

なつていた。

取組の内容

担い手

|

山口県中央部の瀬戸内海沿岸に位置する干拓水田地帯で、平成8～ 13年に区画整理したが、 働曲甲:甕瑠罐翻し、農
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日南市■■燿EO大同地区

「取組のポイント」
/技 術研修、日地の確保、機械・施設整備、住居の確保をまとめたパッタージ
支援で新規就農者を確保育成

山間部に位置し冬季積雪が多い地域。水稲作付が大半。          が懸念されていた。

① 市は移住・定住対策と新規就農者の確保を一体的に行う「新規就農者ハッケージ支援事業(*1)」を創設。

② 市は就農希望者を面接等で審査。県農大及び現地研修期間中に、農業委員会・市が候補地を選定。

③ 平成30年度に一期生3人が就農(計 1.7ha)、 令和元年度に二期生3人が就農(計2ha)、 機構を介して新規就

農者へ農地転貸。新規就農者農地確保支援事業による賃料の補助(5年間)。

(*1)新規就農者パッケージ支援事業とは

平成29年度新設された周南市独自の制度。主に以下の支援。

・県農大及び現地でのトマト・ワサビの「技術研修」・農業委員会、市及び機構による「農地の確保」

・市が整備し貸与する「機械・施設整備」 ・市空き家バンク等による「住居の確保」
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活用後

/受け手の声
「周南市は、住居・土地・ハウス

など着手の就晨者への支援がしつ

かりしていて、就晨にはよい地域

です」

活用前

新規就農者パッケージ支援による担い手の確保

地区の概要 就晨者の様子
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n組の強泉

取組の内容

機構の活用による地区内農業の変化

機構

活用面積

借入面積 3.7 ha

転貸面積 3.7 ha

新規集積面積 3.7 ha

地区内農地面積

新規就農者数

57.Otトマト出荷量

ワサビ出荷量 1.7t 2.lt
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鹿野地区 :482ha大向地区 :45ha

17人 24人
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長門市僣山口川地区

「取組のポイント」
/機 構の推進員が、戸別訪間により農地の出し手情報をキャッチ
/機 構が借り入れて保全管理を実施し、担い手ヘマツチング

中山間地の谷間に位置する水田地帯。担い手不在のため、農地所有者等による保全管理が行われてきた

が、1壁塾とL玉生饉量の状盤が続き、直」齢上圭と進丘L盤董i」:巨:電」i赳=≦なつていた。

① 機構の推進員がEコ五厨■1こ上る盛_出農地の掘り起こしを行つていたところ、長年不作付けの状態が続き、

保全管理に苦慮しているという農地の情報をキャッチ。

② 現地駐在員と市が農地所有者を訪問して機構事業の説明を行い、機構への貸付けを提案。遊休化を防

ぎたいという地元のニーズを受け、機構は債」豊農立萱里笠室壺:を活用して、借り手が見つかるまでの間、

保全萱翌を実施。

③ 機構は借受希望者に斡旋を行い、「地区外でもよいので、まとまった農地で牧草栽培を行いたい」という

畜産経営体とマッチング。地元と担しヽ手法人の■―ズを扱みユユ左カユ生立と機饉が整聾して謳整を進め、

10年の貸付け契約が成立。保全管理を行つていたことにより、スムーズな農地の受け渡し、耕作再開が実

現した。

活用前

員日 鳳‖r・市僣山
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/出し手の声「高齢化や市外
在住により管理が難しく

なつていた。借り手が見つ

かつてありがたい。」

1.8ha

1.8ha

1.8ha

1.8ha(896)

非担い手による保全管理晨地

担い手法人(有限会社)

Oha(096)

1.8ha/経営体

担い手不在地域の農地を、地区外の担い手ヘマッチング

地区の概要

取組の成果

借入面積

転貸面積
機構

活用面積
新規集積面積

地区内農地面積

集積面積・集積率

平均経営面積 Oha/経営体

平均団地面積
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機構の活用による地区内農業の変化

活用前

Oha/団地

21.7ha

1.8ha/団 地
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取組の内容

|

/担い手法人は、まとまつた
農地を確保し、璽量の生産

コ2生L左11∠旦工菫士坐。

r10aあたりの飼料生産費 )
1 約60,000円→約20,000円 |
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集落全体を遊休農地解消緊急対策事業でリノベーシヨン

`嗜
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薇市‖l上野F日地区

「取組のポイント」
′ 遊休農地化した集落全農地を機構が借受、事業を活用して遊休化を解消し、水稲作付け開始

.  ヽヽ/v′ ヽ

ヽ
～絆前 :ち、 _い峰
｀
「‐
(1 リ くヽ

Ｎ

∞

中山間地の谷間に位置する水田地帯。地区に担い手がいないことから20年来、40分程度離れた川上地域の法人が、集落営農を担つてきたが、

昨今の経営環境の悪化の影響を受け、数年前より徐々に地区内の経営面積を縮小せざるを得なくなり、遊休農地が増加していた。

まとまった農地を探していた地区外 (山 口市阿東地区)の農家が、当該地区への入植を希望したため、地区内の遊休化した農地を含む6.9haを

機構を通じて集積するとともに、事業を活用して54ha(40筆 )の遊休農地を解消し、水稲作付けを開始した。

人・農地プラン(地域計画)の実現に向けて、地域内の遊休農地を機構が借り受け、保有中に解消作業を行い、その後担い手へ貸し付ける。解消経

費は43,000円 (税込)/10a以内で、機構が遊休農地解消取組者 (土地所有者、耕作者等)に解消作業(耕転、草刈、除草、除礫、抜根等)を委託する。

遊休農地解消作業時期及び内容

令和5年 1月 上旬 令和5年 1月 上旬～2月 :除草1回 耕転3回

令和5年2月 上旬～3月 :除草1回 耕お 回

令和5年4月 下旬～5月 :除草1回 耕転3回

/

地区の概要及び取組の内容

[ユJこ F^L]

事業対象内訳機構借入・転貸面積 6.9ha(54筆 )

・ 1回 目 24ha(16筆 )
うち遊休農地面積 6.0ha(as!F)

2回 目 1.lha(8筆 ) 令和5年 2月 上旬

うち事業対象面積 s.+ha(a0t)

~ ~T

¬ . 3回 目 1.9a(16筆 ) 令和5年4月 上旬

|■

当麟事業の 壺」

機構集積時期
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・¬号遊休農地【緑判定】

・地域として持続的に利用すべきと判断された遊休

農地 (人・農地プラン、(地域計画)の区域内農地)

・日本型直接支払制度など他制度との重複は不可

/甕件薔 (解消後の要件)
・10年以上の使用貸借を設定

・機構貸付期間中は、売買はできない
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事業活用による地区内農業の変化



集落全体のルールに基づき集落ぐるみで移住者の農地集約を実現

´ヽ

F
,Sこ 市日置

/｀ヽ

`ヽ

>移住を契機に集落を守ろうと
いう住民の意識が高まり、担

い手を核とした将来構想を取

りまとめ

>バンク事業で農地交換も実施
し、担い手が集積・集約化

(団地化2→ 5、 1団地あた
り1.9-→ 2.8ha )

>遊 体農地が大幅に解消され
るとともに、空き家の解消や

地域活動の活発化など、集落

の住環境も改善

※数値は各年度末の面積

山口県長門市日置地区畑集落

「取組のポイント」

○県外からの担い手の移住 (1ターン)を契機に、バンク事業による農地の集積口集約化を実現

○集落の農地集約のルールに基づき担い手の経営規模の拡大を実現
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緊急対策事業
実施圃場

参入以前

R4年度

R5年度

R6年度

Oha

3.7ha

12.8ha

14.2ha

25.5ha

21.8ha

15.8ha

]5.8ha

5.5ha

5.5ha

2.4ha

l.Oha

ロ

畑集落は、水稲の栽培が盛んな地域である。近年は、担い手の高齢化に加え鳥獣被害や水路の漏水による湿日化で営農

継続が困難になり、遊休農地の増加(令和4年度末:5.5ha)が課題となつていた。市は集落で貸し付け可能な遊休農地を調査し

その情報を発信。その情報を得た県外の担い手が、移住して農業に参入した。

地区の概要 取組の成墨

産課)は、令和3年、新聞を活用して貸出希望のある遊休農地を募集し、70ha超の応募 (畑集落 :15ha(水田))。

② (株 )維里が畑集落での入植を希望。このため地区でも話し合いを行い、住居等の受入体制や農地貸借を調整。その結果、

令和4年、代表者が畑集落に移住し、相対契約(3.7ha)で水稲生産を開始。

③ その後、農地バンクは、(株)維里の農地集約化を目的に、バンク事業の活用を協議。所有者・耕作者と協議し、「当面、自
分で管理したい農地は自分で管理するが、最終的に集落の農地は(株 )維里に集約していく」ルールを決定。

④ 農地バンクは、令和5年 度に、23 3haを一括借入。うち1 28haは 集約化を考慮し、(株 )維里が借受し規模拡大
(3.7ha→ 12.8ha)。 機構集積協力金を活用し、鳥獣の防護柵の設置と用水路を補修。

⑤ 令和5年 12月 には、3■ haの遊休農地を解消(遊休農地解消緊急対策事業)し、(株)維里が規模拡大(令和6年度末までに
1 42haを解消・借受)。

市 (

転入した
担い手

他の耕作者
解消緊急対
策事業対象

遊体晨地
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3.lha

l.5ha

取組の内容
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所有者不明農地の利活用のための制度概要

所有者不明農地制度のポイント
○ 農業委員会が行う探索の範囲は、登記名義人の配偶者と子まで

○ 農業委員会による公示期間は、2ヶ月間
○ 機構への利用権の設定期間は最長40年

・共有者が誰も分からない
・相続人が1人も判明していない
・相続人全員が相続放案し相続財産清算人が選任されていない

こんな

場合は

農地法
41条
手続き

事務実施フロー (P 所有者不明農地の利用権設定等に係る事務取扱要領参照 )

担い手等が農業委員会へ (農地借受)相談

農業委員会が所有者に関する情報を探索

[農業委員会→機構 :機構への事前連絡 ]

農業委員会が所有者不明である旨を公示(2か月)する

農業委員会が機構へ通知する

機構が県知事へ裁定の申請 (農地法第41条 )

県が申請のあつた旨を公告

県知事の裁定・公告 (機構が当該農地の利用権を取得

※機構貸付は「農用地利用集積等促進計画 (配分)」で県認可を受け、貸付

機構は補償金を供託所に供託

30
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農地中間管理事業Q&A 令和 7年 4月 15日 作成

本Q&Aの 中で、次の用語については、略 した用語で記載 します。

Q&Aの それぞれの本文にl■圏冒,が あるときは、関連事項を参考として後段に
掲載しています。また回答内容は、県認可公告の権限移譲を受けていることを前提。

1 貸借方法 (農用地利用集積等促進計画の手続きについて)

Ql:基盤法や機構法等が一部改正 (令和 5年 4月 1日施行)と なり、機構を
通じた農地貸借はどのように変わつたのですか。

Q2:2段 階方式と一括方式の違いは何ですか。

Q3:2段 階方式と一括方式を選択する場合、基準がありますか'

Q4:地域計画の区域内と区域外で貸付対象となる耕作者 (受け手)はどうな
りますか。

1

用   語 「略 した用語」

1 農業経営基盤強化促進法 基盤法

2 農地中間管理事業の推進に関する法律 機構法

3 山口県農地中間管理機構 (やまぐち農林振興公社) 機構

4 山口県農地中間管理事業規程 事業規程

5 山口県農地中間管理事業実施要領 実施要領

6 農地中間管理事業 中間管理事業

7 農地中間管理権 中間管理権

8 山口県農地中間管理事業実施要領に基づく様式○ 様式○号

9 利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(集積) 促進計画 (集積 )

10 農用地利用集積等促進計画 (配分) 促進計画 (配分 )

11 農用地利用集積等促進計画 (―括) 促進計画 (―括)

12 農用地利用集積計画

13 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 農業経営の状況

14 農地基盤整備事業 基盤整備事業

15 農地中間管機構関連農地整備事業 機構関連整備事業

I 目次



Q5:機構はなぜ、地域計画が策定された区域を重点的に事業を行うのですか。

Q6:中間管理事業 (農地貸借)で契約できる農地の優先順位はありますか。

Q7:農業用施設用地について、栽培に供する農地と合わせて機構を通じて集
積が可能ですか。

Q8:機構の借入・貸付借期間に、定めがありますか

Q9:促進計画による利用権設定は、いつから効力が発生するのですか。

Q10:利用権の取得時期は、利用権の「始期」と考えて良いですか。

Qll:中間管理権設定時期と抵当権設定登記時期が前か後で注意することがあ
りますか。

Q12:農地に昭和初期の抵当権が設定されている場合は、解除が必要ですか。

Q13:機構は荒れた農地を借り受けてくれますか。

Q14:登記簿上 1筆の一部分 (例えば 2,000ぷの内 1,000r)と いうような農
地貸借の取扱いは可能ですか。

Q15:促進計画 (集積)の様式「利用権を設定する者以外の連絡先」は、相続予
定者でなくても良いですか。

Q16:促進計画の「賃料の支払方法」欄に、「該当農地が所有者不明となった場合
は、賃料は発生しないものとする。」と記載がありますが、実際に地権者が死

亡するなど、「所有者不明」となった場合の具体的な確認手続きはどのよう

になりますか。

Q17:農業法人の自署は、これまでどおり法人名印と押印 (実印)で対応できま
すか。

Q18:促進計画 (―括)の様式 14について、A4だと用紙が小さいので、B4や
A3で印刷して配布しても良いですか。

Q19:促進計画 (―括)について、地権者・耕作者が様式を自分のPCを使って
打ち出して提出する事は可能ですか?

Q20:促進計画 (―括)の素案提出の際に農地情報一覧表 (参考様式 12)を添付す
ることとなつていますが、これに代えて農業委員会総会提出資料 (農地一覧

表)を提出しても良いですか。
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Q21:地域計画の区域外の場合は、賃借権の設定等を受ける者の「農業経営の状況」

の作成が必要ですが、地域計画の区域内で日標地図への位置付けがない人も同

様でしょうか。

Q22:契約者 (利用権設定をする者)以外の口座を「賃料振込口座」に指定するこ

とができますか。

Q23:「営農型太陽光発電」にかかる、農地の利用権設定について機構を通じた集

積は可能ですか。

Q24:市町が中間管理事業を利用して農地を借りることはできますか。

Q25:2段階方式では機構が地権者から農地を借受け、機構から耕作者へ貸し付ける
までの間にタイムラグがありますが、耕作者が対象農地で耕作を始められる時期

はどうなりますか。

Q26:現在、地権者と耕作者が直接契約 (相対契約)を していますが、基盤整備を行う
際など機構を介 した契約に変更するには、どうした良いですか。

Q27:農地の所有者と農地の上に設置されている施設の所有者が異なる農地を借 りた

い旨の相談がありました。この場合どのように取り扱えばよいでしょうか。

Q28:麦を栽培中に次作 (水稲)耕作者と農地の貸借契約手続きはできますか。

Q29:後継者に経営移譲 (農地法第 3条許可により親から子に使用貸借権設定)して
いますが、機構を介した権利設定に変更する場合、農業者年金 (経営移譲年金)

は継続できますか◇

Q30:「農地所有適格法人」でない法人が、機構を通じて農地を借りることができます

か。

Q31:登記名義人が死亡しています。貸借契約のときは相続登記が必要ですか。

Q32:例えば、相続登記未了で、法定相続人が自分を含めて4名 です。(農地のある)
地元にいるのは自分 1名で、他の兄弟姉妹からは口頭ではあるが、財産管理 (農

地の権利を含む)を任され、数年経過しています。貸借契約の際に、他の兄弟姉

妹の意思確認書類が必要ですか。

Q33:相続人全員が相続放棄している農地について、借受希望者がいる場合、その農
地を借りることができますか。
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Q34:隣接農地を借りたいが、相続人 (所有者)が不明のため借りられない状況です。

どうすれば良いですか。

Q35:契約農地に果樹やハウス等 (「果樹・施設等農地附属物」〉が現存する場合や、
新たに設置の計画がある場合の取扱いはどうなりますか。

Q36:「果樹・施設等農地附属物」の原状回復に係る確認書等について、地権者と耕

作者で協議する際に、契約条件によつては確認事項等の内容を変更することは可

能ですか。

Q37:「果樹・施設等農地附属物」の原状回復の「原状」とはどのような状態を言い

ますかつ

Q38:「果樹・施設等農地附属物」の原状回復の確認事項で確認しておくポイントは?

Q39:作業効率化を図るため借入農地間の畦畔を取り除きたい旨の相談が耕作者から

ありました、どの様に対応すればよいですかつ

Q40:耕作者が契約満了時又は解約時に、「果樹・施設等農地附属物」の撤去等に応
じない場合は、どのように対応すればよいでしょうか?

Q41:地権者が施設に入所しており、親族 (子供)を成年後見人とする選任手続き中
です。農地貸借の手続はどうなりますか。

Q42:就農希望者が、機構を活用して農地を借り受けるときのポイントは何ですか?

2 賃料について
Q43:賃料はどのように決めますか。

Q44:賃料の徴収 (機構と耕作者の関係)、 支払 (機構と地権者の関係)の方法と時
期はどのようになりますか。

Q45:賃契約期間中に賃料の見直しは可能ですか。

Q46:促進計画の共通事項「賃料の減額の項」に表記されている「やむを得ない事由」
とはどのようなことをいうのですか。

Q47:賃料を減額する場合は、どのような手続きが必要ですか。

Q48:洪水の被害を受けた耕作者から賃料の減額請求がありました。当年度限りの一

時的な賃料の減額であれば、地権者・機構・耕作者間で合意書を取り交わすこと

により促進計画の変更手続きをしなくてもよいですか。

Q49:賃料を代理受領 していた地権者の息子が死亡 した。今後は息子の嫁に受領させ
たいが、改めて代理の手続きをしなければいけませんか。

Q50:地権者 (出 し手)が死亡 した場合、賃料の支払いはどうなりますか。
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Q51:一括方式では、契約の当事者である機構が賃料授受に関わらないのですか。

Q52:一括方式の場合、耕作者は機構に対し、賃料授受の報告が必要ですか。

Q53:一括方式の場合、地権者は耕作者に対し直接賃料を請求することとなりますが、

支払いが行われなかつた場合どうなりますか。

また、地権者は、機構に対 し、賃料を請求することができますか。

Q54:一括方式において、例えば契約 5年目で、地権者が通帳を確認したところ過去
5年間耕作者からの賃料が支払われていないことが判明しました。地権者から支

払いについて相談があった場合、どのように対応すれば良いですか。

Q55:促進計画 (配分)及び促進計画 (―括)の耕作者の氏名・住所等を記載する欄に、
「農地法等の法令を遵守していることを申告する。」とありますが、農地法等の

法令とは何ですかつ

3 契約途中の手続きについて
Q56:借受農地が道路等公共買収にかかった場合、どのようにすれば良いですか。

Q57:機構に農地を預けていますが、当該農地を現在の耕作者以外の者に転貸又は売

買することができますか。

Q58:機構に農地を預けていますが、「空き家バンク」に当該農地を合わせて登録で
きますか?

Q59:農地所有適格法人で「代表者変更」が生じた場合の手続きはどうなりますか。

Q60:機構からの転貸先である農事組合法人が、組織をそのまま株式会社へ組織変更
した場合、どのような手続きが必要ですか。

Q61:機構の貸付先の個人経営主が、「株式会社」化を計画しています。
どのような手続きが必要ですか。

Q62:借受農地を利用している農業法人が、その一部を倉庫として転用したいとき、
どのような手続きが必要ですか。

Q63:契約期間中に耕作者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか。

Q64:促進計画に記載されている地権者が、促進計画の公告前に死亡した場合、どの
ような手続きが必要ですか。

Q65:地権者が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、又は、相続人がいない場
合の賃料の支払いはどうなりますか。
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Q66:地権者が死亡した場合の手続きはどうなりますか。

Q67:機構が、地権者との契約を解除できるのはどのような場合ですか。

Q68:使用貸借契約途中で、地権者が死亡 した場合、耕作者の使用貸借による権利は

促進計画の終了日まで継続となりますか。

4 他事業との関連について
Q69:基盤整備事業実施地区で、中間管理事業 (農地貸借)はどのタイミングで活用

したら良いですか。

Q70: 機構関連整備事業を実施する際は、中間管理権はいつまでに設定する必要が

ありますか。

Q71:機構関連整備事業を実施する際は、促進計画の決定にあたり、出し手 (地権者)、

受け手 (耕作者)への説明は具体的にどのように行うのですか。

Q72:新規就農者の受け入れ体制を整えるため、予め受入農地を確保したいと考えて

います。どのように取り組んだら良いですか。

Q73:2段階方式の契約期間は、基本 10年となっていますが、集約化奨励金は 6年
以上とされています。この関係について教えてください。

5 その他
Q74: 契約期間中に契約農地が災害を受けた場合の復旧費用は、誰が負担しますか。

Q75:(機構の)貸出希望農地登録制度は、令和 5年 4月 になくなりましたが、農家
(地権者・耕作者)か らの問い合わせには、どのように対応すれば良いですか。

Q76:契約期間中の固定資産税等の農地に係る経費は誰の負担ですか。

Q77:中間管理事業により機構から農地を借り受けた担い手が、特定農作業受委託契

約により他の者に作業を行つてもらうことはできますか。(裏作等を想定)

Q78:契約の期間満了の通知及び再契約の手続きは、どのように行つていくこととな

りますか。

Q79:「耕作者の農地管理が悪いのでしっかり指導をして欲しい」と地権者から申出

があつた場合、どう対応しますか。

Q80:耕作者が農地管理が悪いため市町や農業委員会が耕作者への改善要請を行いま

したが、全く改善に応じる気配がありません。強制的に解約を行い、他の耕作者

に管理 (利用権設定)させることはできませんかつ
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Q81:契約期間中に、地権者が農地の返還を求めてきた場合の対応はどうなりますか。

Q82:契約期間中に耕作者が農業経営をやめてしまった場合、どうなりますか。

Q83:市町が機構に促進計画の案を提出する場合、農業委員会の意見を聴取しますが、

何に基づいて意見を聴取することとなりますか?

Q84:促進計画 (集積)及び促進計画 (―括)については、県からの権限移譲により市

町が認可公告を行うこととなっていますが、事務処理については何に基づいて行

うこととなりますかつ

2段階方式 《これまでと同様》 ―括方式 《新たな方式》

3者契約

促進計画 (集積)   促進計画 (配分)
農地利用権

賃料

(地代 )

2者間直接賃料

(地代 )

ワ
′

Π 貸借方法 (農用地利用集積等促進計画の手続きについて)

耕

作

者

地

権

者

①農地

利用権

②農地

利用権

機

　

構

機

　

構

機

　

構地

権

者

耕

作

者

Ql:基盤法や機構法等が一部改正 (令和 5年 4月 1日 施行)と なり、機構を
通じた農地貸借はどのように変わつたのですか。

これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域の農業

者等の話合いによる将来の農地利用の姿が目標地図として明確化されます。令

和 7年 4月 からの農地貸借は、地域計画 (目 標地図)に基づいて行われることと
なり、利用権設定等促進事業 (いわゆる相対契約)と農地中間管理事業が統合一

本化された仕組みが始まります。
これにより、農地の機構への集積と担い手等への配分は、農用地利用集積等促

進計画 (以下「促進計画」という。)に よって行われることになります。
促進計画に係る手続きは、機構による農地中間管理権の取得と耕作者への貸

付を「集積」と「配分」の 2つの促進計画で行う2段階方式と、農地中間管理権
の取得と耕作者への貸付を 1つの促進計画で行う一括方式の 2通 りとなります。

賃*斗

(地代)



Q212段 階方式と一括方式の違いは何ですか。

促進計画 (集積)に よる機構への集積と促進計画 (配分)に よる機構から担い

手への配分を行 う2段階方式に加え、従来集積計画により地権者 と耕作者間で

行っていた相対契約の形を継承 して、機構を介 した 3者契約を 1つの促進計画
で行 う仕組みを新たに作 り、これを一括方式と呼称 しています。

一括方式は、①賃料を地権者と耕作者が直接やりとり ②契約期間の制約が
なく5年未満の短期の契約が可能③市町の裁量で添付資料の削減が可能④手続

き期間の短縮、の4点が2段階方法との主な違いです。
地域計画が策定された区域において、担い手等に農地を貸し付ける場合は2

段階方式での手続きを、地域計画内の多様な担い手 (兼業農家等)や、地域計画
区域外では、一括方式で手続きを行うことを想定しています。

Q3:2段 階方式と一括方式を選択する場合、基準がありますか?

上記Q2の 2段階方式と一括方式の違いを地権者と耕作者が理解した上で、
両者の意向により、選択できることを基本としています。

これまでの「相対契約」と「機構経由(2段階)」 の仕分けを参考にするなど、

各市町で判断基準を持っておくと誘導しやすいのではないかと考えます。

例えば、「2段階方式」を選択する基準として、集積協力金や基盤整備など事
業を活用し、段階的に担い手に農地の集約を進められる場合(再配分しやすい)や

複数の地権者から集積する法人等の場合 (契約を一括で行うため、賃料を一括で

支払い可能)等が挙げられます。

Q4:地 域計画の区域内と区域外で貸付対象となる耕作者 (受け手)はどうな
りますか。

基本は次のとお りです、

地域計画の区域内 地域計画の区域外

原則 地域計画に位置づけられた農

業を担う者

担い手 (認定農業者、認定新規

就農者、基本構想水準到達者、

集落営農組織 )

その他 上記以外の者で、地域計画の

達成に向け、市町・農業委員会

が必要と認める者

上記以外の者で、地域農業の発

展に向け市町・農業委員会が特

に必要と認める者

Q5:機構はなぜ、地域計画が策定された区城を重点的に事業を行うのですか。

地域での話し合いの結果を踏まえて策定された地域計画 (目標地図)を実現す

るため、機構は重点的に事業を実施すると機構法に定められています。

０
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Q6:中間管理事業 (農地貸借)で饗締できる農地の優先順位はありますか。

機構が借り受ける農用地等の基準は、事業規程第 3に より、次のとおり定めら

れています。
1 市街化区域以外の農地 (図 1斜線部)の うち、以下の基準により、経営体
への貸付けが見込まれるもの。

(1)地域計画の区域内の農用地等

地域計画の達成に資するよう、日標地図に基づき積極的に中間管理権を

取得するものとする。

(2)地域計画の区域外の農用地等

原則として、市町や農業委員会が、農用地の利用の効率化及び高度化の

促進を図るために必要と認め、かつ貸付先が見込まれる場合に、中間管理

権を取得するものとする。

2 上記 1にかかわらず、次に掲げる農用地等については、中間管理権を取得
しないものとする。

(1)農地法第 30条に基づく農業委員会による利用状況調査において、再生不

能と判定されている荒廃農地

(2)用水路や接道が無い狭小地又は傾斜地など、農用地等として利用するこ

とが著しく困難であることが形状又は性質から明らかであり、かつ、土地

改良事業等による利用条件の改善が予定されていない農用地等

(3)その他、経営体に貸し付けることができる可能性が著しく低いと認めら

れる農用地等

図 1

Q7:農業用施設用地について、栽培に供する農地と合わせて機構を通じて集
積が可能ですか。

次の①～⑤は集積可能です。
ただし、農用地開発事業等で整備された「農業用施設用地」であっても、農地

台帳に記載されていない土地が存在したり、農業用施設も宅地扱い (農地転用)
となる土地 (基礎工事があり、固定資産の対象となりうる施設)は、原則として
中間管理権を取得しません。
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市街化区域以外の区域であること

農業振興地域内で農地台帳に登録のあること

③農業振興計画で用途区域が農業用施設用地であること

④農地の使途が、パイプハウス等栽培に供するものであること

なお、原状回復等の手続きなど関連する場合もありますので、機構へご相談く

ださい。

Q81機構の借入・貸付借期間に、定めがありますか
事業規程で、10年以上の期間を基本とすることとしています。特に担い手ヘ

の集積や再配分を基本とする2段階方式においては長期間とすることが、担い

手の経営安定に資することとなるため、最低でも5年以上の期間で契約を行う
こととしています。

なお、一括方式においては、地権者・耕作者双方の意向であれば短期間 (5年

未満)での契約も可能としています。

Q9:促進計画による利用権設定は、いつから効力が発生するのですか。
契約者が署名、押印しただけでは契約書としての効力は無く、市町又は県の

認可 。公告によりその効力が生じます。

Q10:利用権の取得時期は、利用権の「始期」と考えて良いですか。

促進計画に記載された「始期」の日付けとなります。

公告日から後に始期が設定されている場合、公告日には使用収益する権利は

発生 (利用権の取得)していないので留意が必要です。

Qll:中間管理権設定時期と抵当権設定登記時期が前か後で注意することがあ
りますか。

中間管理権設定時期と抵当権設定登記時期が前か後で、権利の優先順位に違

いが生じます。

1 中間管理権 (賃借権等)設定時期が、抵当権設定登記より早い場合
抵当権の実行による「競売」などにより、所有者 (地権者)が変わったとして

も、借人 (耕作者)の耕作権は優先されます。
2 抵当権設定登記が中間管理権設定時期より早い場合
抵当権者に借人 (耕作者)は対抗できないので、返還を求められた場合、返
還 しなければなりません。

Q12:農地に昭和初期の抵当権が設定されている場合は、解除が必要ですか。
機構からは解除手続きを求めませんが、登記簿上の抵当権の効力が現存する

場合には、債権者の同意 (第二者への利用権設定)を得ることを、地権者li債権
者との調整をお願いすることとしています。

1(〕
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Q13:機構は荒れた農地を借り受けてくれますか。

耕作が難 しい荒れた農地であっても、耕作者が見込まれる場合は借 り受ける

ことが可能です。耕作者が決まり、要件に合致すれば、耕作可能な状態にするた

め、機構が中間管理権を取得し、事業 (借受農地管理等事業、遊休農地解消緊急

対策事業)を活用することも可能です。
遊休農地を含め貸出しを希望される農地は、地域計画等の地域での話 し合い

の中で耕作者を決めていくことが基本となります。

Q14:登記簿上 1筆の一部分 (例えば 2,000 nfの 内 1,000M)と いうような農
地貸借の取扱いは可能ですか。

可能です :

ただし、ほ場の利用箇所が図面上で確認できること、かつ、利用面積が関係書

類 (水稲共済細目書の耕作可能面積等)で確認できることが必要です。

Q15:促進計画 (集積)の様式「利用権を設定する者以外の連絡先」は、相続予
定者でなくても良いですか。

連絡を取 りやすい家族・親族等であればどなたでも良いです。

賃料支払の確認や契約更新時に、契約者と連絡がとれない時を想定 していま

すので、この記入は必須としています。

Q16:促進計画の「賃料の支払方法」欄に、「該当農地が所有者不明となつた場合

は、賃料は発生しないものとする。」と記載がありますが、実際に地権者が死亡す

るなど、「所有者不明」となつた場合の具体的な確認手続きはどのようになりま

すか。

2段階方式における促進計画の共通事項の利用権設定の項に、「所有者不明農
地とは、農地法第 32条の「探索を行っても所有者を確知できない農地」に相当

する農地のことをいう。」と記載しています。しかし、農地法第 41条に基づく2

ヶ月間の公告などの手続きを求めるものではなく、農業委員会等の情報から所

有者が確知できないことが明らかであれば良いと考えます。

Q17:農業法人の自署は、これまでどおり法人名印と押印 (実印)で対応できま
すか。

可能です。

Q18:促進計画 (―括)の様式 14について、A4だ と用紙が小さいので、B4や
A3で印刷して配布しても良いですか。

機構への提出はPDF化 してメール送信で行いますので、用紙のサイズは間
いません。

なお、機構へ案を郵送する場合は、B4やA3で印刷して配布されたものをA
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Q19:促進計画 (―括)について、地権者・耕作者が様式を自分の PCを使って
打ち出して提出する事は可能ですか ?

可能です.そ の際は促進計画の様式を画面印刷 して、市町窓口等へ提出しても

らって下さい。両面印刷ができない場合は、割サインや割印が必要となりますの

でご注意下さい。

Q20:促進計画 (―括)の素案提出の際に農地情報一覧表 (参考様式 12)を添付す

ることとなつていますが、これに代えて農業委員会総会提出資料 (農地一覧表)を

提出しても良いですか。

農業委員会総会提出資料 (農地一覧表)に限らず、必要な情報 (農地地番、面

積、契約期間、地域計画内外、地権者名、耕作者名)が入っていれば問題ありま
せん .

一括方式ではテンフレー トの事前提出は求めていませんが、必要デー タが入

ったテンフレー トを提出されても構いません。

Q21:地域計画の区域外の場合は、賃借権の設定等を受ける者の「農業経営の状況」

の作成が必要ですが、地域計画の区域内で日標地図への位置付けがない人も同様

でしょうか。

地域計画の区域外と同様に、「農業経営の状況」を作成、添付 してください。

Q22:契約者 (利用権設定をする者)以外の口座を「賃料振込口座」に指定するこ

とができますか。

可能です。

口座振込依頼書兼委任状 (様式 4)に、希望する口座、当該様式の下部の「委
任状」 に当該口座名義人の氏名・住所・電話番号等を記入 し、促進計画と一緒

に提出してください。

Q23:「営農型太陽光発電」にかかる、農地の利用権設定について機構を通じた集

積は可能ですか。

機構は集積できません。

国のガイドライン (令和 6年 3月 25日 付け5農振第 2825号農村振興局長通
知「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライ
ン」)では、設備の設置者と営農者が異なる場合、一時転用許可と同時に農地法
第 3条許可を受けることが必要とされているためです。
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4版に縮小して送付願います。
また、原本は、公告を行う市町で保管していただくこととなっていますので、

適切な保管をお願いいたします。



Q24:市町が中間管理事業を利用して農地を借りることはできますか。

中間管理事業により、「地方公共団体が対象土地を公用又は公共用 (農業上の

利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合」は
可能です。  ※機構法施行令第 2条第 1号

Q25:2段階方式では機構が地権者から農地を借受け、機構から耕作者へ貸し付ける

までの間にタイムラグがありますが、耕作者が対象農地で耕作を始められる時期はど

うなりますか。

機構が借入 (中間管理権取得)した日以降で、地権者の了解が得られると機構

が判断すれば耕作可能としています。

ただし、次の場合は、市町と協議し農作業農産物販売受委託契約 (参考様式 6)

を締結することとしています。
1 借受予定者が軽油引取税免除のため関連書類として必要となる場合
2 基盤整備や新規就農等で事業上農地を借り受けて営農を開始する必要が
ある場合
3 経営所得安定対策事業で事業上農地を借り受けて営農を開始する必要が
ある場合
4 その他理事長が特に必要と認めた場合

Q26:現在、地権者と耕作者が直接契約 (相対契約)を していますが、基盤整備を行う

際など機構を介 した契約に変更するには、どうした良いですか。

まず、現在の契約の解除が必要になりますので、当該農地を管轄する農業委員

会に解約の書類の提出 し手続きを行 )́た 後に、機構を経由した手続きを行って

ください_

Q27:農地の所有者と農地の上に設置されている施設の所有者が異なる農地を借りた

い旨の相談がありました。この場合どのように取り扱えばよいでしょうか。

機構は農地を促進計画で借受けて耕作者へ転貸することは可能ですが、施設
は対象外となりますので、施設所有者と耕作者が別契約を結ぶことが基本とな
り.k」

~Ⅲ

Q28:麦を栽培中に次作 (水稲)耕作者と農地の貸借契約手続きはできますか。

地権者及び現耕作者、次作耕作者の当事者の間で、合意 (賃料の支払い、解約
日、契約始期)がなされている場合には可能です。市町と協議の上、手続き方法
を決定します。
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Q29:後継者に経営移譲 (農地法第 3条許可により親から子に使用貸借権設定)して

いますが、機構を介 した権利設定に変更する場合、農業者年金 (経営移譲年金)は継

続できますか。

受給停 |卜 となりません.

なお、機構を介した契約に変更する場合、農業委員会への解約手続きや新たに

10年以 卜の期間設定となるなど、要件等の確認が必要です。

Q30:「農地所有適格法人」でない法人が、機構を通じて農地を借 りることができます

か。

解除条件付き (リ ース方式)と なりますが、農地の利用権設定は可能です。
なお、地域計画が策定されていない地域で、農地所有適格法人でない法人へ集

積する場合は、農業経営の状況 (様式第 11-3)を 作成し、促進計画案に添付す
る必要があります。

相続登記は必要ですが、手続に相当の時間を要することもあり、「2段階方式」
契約の場合は、相続登記未了の場合でも次のいずれかの方法で手続きが可能で

す。
①相続予定者全員の同意により契約事務を進める。
②相続予定者の権利持分2分の 1を超える者の同意のもとに契約事務を進め
る。   [※ 賃貸借等の期間が40年を超えないものに限る]
③ (相続予定者間にトラブルがないことが前提で)地権者側の取りまとめ役か
ら農地貸借契約に係る誓約書(参考様式2)の提出を受け、契約事務を進める。

その後、相続登記が完了し、契約者の変更が必要となった場合は、登記名義
人として契約者変更の手続きを行います。

Q32:例えば、相続登記未了で、法定相統人が自分を含めて 4名です。(農地のある)
地元に いるのは自分 1名 で、他の兄弟姉妹からは口頭ではあるが、財産管理 (農地

の権利を含む)を任され、数年経過しています。貸借契約の際に、他の兄弟姉妹の意

思確認書類が必要ですか。

基本的には、権利持分の1/2を超える者の同意があれば、委任状 (様式 5)
等の提出により契約可能です。

何らかの理由で他の相続人と連絡が取りにくい等の事情がある場合は、市町
と協議の旨を記載した「農地貸借契約に係る誓約書」(参考様式 2)を作成した
申出人 1名 と契約することも可能としています。
なお、その後相続協議が行われ、契約者の変更が生じた場合には、契約者の変
更手続きを行います。

´
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Q31:登記名義人が死亡しています。貸借契約のときは相続登記が必要ですか。

参考P28.29.30 〕



Q33:相続人全員が相続放棄している農地について、借受希望者がいる場合、その農

地を借 りることができますか。

借受希望者がいる場合は、農業委員会の農地法第 41条の手続を経て、県知事

裁定による機構借入 (中 間管理権の取得)か ら、促進計画 (配分)に よる倍受希
望者への農地貸付までを行 うことができます。

Q34:隣接農地を借 りたいが、相続人 (所有者)が不明のため借 りられない状況です。

どうすれば良いですか。

Q33と 同様の手続きで、借 り受けることが可能ですので、先ず農業委員会に
相談してください。

地域計画の区域内であれば、計画達成に支障がないことが必要です。

Q35:契約農地に果樹やハウス等 (「果樹・施設等農地附属物」)が現存する場合や、
新たに設置の計画がある場合の取扱いはどうなりますか。

どちらの場合も、地権者と耕作者相互で、契約終了時の農地返還条件 (原状回

復)の確認をするのがボイン トです。機構はあくまでも農地 (底地)のみを賃貸
借等の契約の対象とし、農地附属物については、契約の対象とは しません。

促進計画 (様式 2,9, 14)の 「果樹・施設等農地附属物の有無」欄に附属
物「有」の場合のみチェックを入れ、農地返還時の原状回復方法を、地権者・耕

作者間で十分に協議 してもらいます。

なお、耕作者が、農業振興に関する国・県等の事業を活用 し、果樹・農地附属

物等を設置する、あるいは、設置された農地を借 り受ける場合には、参考様式 3-

1～ 3-3の 一連の書類、又は参考様式 3-4のみ、のいずれかを作成 し、機構に提
出してください。

その際、参考様式 3-1については 2部作成の上、地権者と耕作者で保管 し、機
構へは写 しを提出してください.

[参考様式 3-1]原状回復に関する確認書       又は 「参考様式 3‐ 4」
[参考様式 3-2]原状回復に関する誓約書     ~農 地附属物に関する

[参考様式 3-3]原状回復に関する連帯保証人承諾書  確認書

Q36:「果樹・施設等農地附属物」の原状回復に係る確認書等について、地権者と耕

作者で協議する際に、契約条件によっては確認事項等の内容を変更することは可能で

すか。

Q35で示す書類が揃っていれば、実情に応じた変更は可能です。
地権者と耕作者が、契約途中及び解約時の条件を事前 (契約時)に協議・確認
するためのものであることから、実情に応じて内容を変えることはむしろ望ま
しいと考えます。
ただし、必要不可欠な事項もありますので、まずは機構にご相談ください。
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Q37:「果樹・施設等農地附属物」の原状回復の「原状」とはどのような状態を言い

ますかつ

一般的に、「原状」とは「何もない更地」「借り受けた時点で何も手を加えてい

ない状態」のことです。「果樹・施設等農地附属物」がある場合は、事前に写真

を撮るなどして、農地の返却時の条件を両者で確認し、書面 (確認書)に してお

くことが重要です。

地権者が当該農地を返却された後、どの様に活用していくかなど、返却時の条

件をしっかり協議しておくことが必要です。

Q38:「果樹・施設等農地附属物」の原状回復の確認事項で確認しておくポイントは?

果樹・施設等を農地返却後活用する(経営継承を含め)予定の有無で異なりま

す。その際、地域の産地計画や担い手対策及び地域計画に照らし合わせるなど関

係機関としても指導・助言することがポイントです。

次作水稲栽培を基本とするのであれば、更地状態で返却する条件を附すこと

となりますが、水稲栽培に必要な機能 (圃場湛水、用排水路の利用)が損なわれ

る可能性があれば事前に記載しておく必要があります。

逆に、残しておいてほしい施設 (鳥獣害柵、井戸等の潅水施設、電柱等の配線

施設)がある場合はその旨を記載しておきます。

Q39:作業効率化を図るため借入農地間の離畔を取り除きたい旨の相談が耕作者から

ありました、どの様に対応すればよいですか?

農地の形状を変えるため、地権者の同意を得て行うことが必須で、農業委員会
から形状変更届等を求められる場合も有ります。その際に、原状回復を求められ

る場合はその旨の確認書を取り交わすなどの対応が必要となりますが、基本的

に原状回復を求めない、つまり畦畔の復元を求めない旨の了解が得られた農地

に限り施工される事が肝要と考えます。

その場合であっても、返却時のトラブルを防ぐため、原状回復を求めない旨の

地権者の同意書を作成し、機構及び市町に提出してもらってください。

Q40:耕作者が契約満了時又は解約時に、「果樹・施設等農地附属物」の撤去等に応
じない場合は、どのように対応すればよいでしょうかつ

契約を中途解約する場合や契約満了後契約を更新しない場合の原状回復につ

いて、地権者・耕作者は、下記の 1、 2の とおり手続きを行うこととし、公社及
び市町、農業委員会等関係機関は、円滑に手続きが進むよう、必要に応じ、連携
して指導・助言を行います。

耕作者が撤去等に応じない時は、施設の有効利用はもとより、地域農業の振興
の観点から、関係機関が協力して課題解決を行うことが必要です。
1耕作者は、貸借契約締結当時に地権者と申し合わせた内容で原状回復を行う。
2地権者は、上記 1の原状回復の状況を確認する。
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Q41:地権者が施設に入所しており、親族 (子供)を成年後見人とする選任手続き中
です。農地貸借の手続はどうなりますか。

家庭裁判所で後見人に選任された後、後見人と機構間で、促進計画を作成しま

す。
この場合、後見人は法務局で登記事項証明

書を取得し、契約事務の際に添付します。

促進計画 (集積)の記載方法等は次のと
おりです。

成年後見人の場合、利用権を設定する者の

豫式 2C`,■ 口 ,●3,

:欄に次のように記載。

: 地権者○○○○ 成年後見人□□□□

※ 当初契約時だけでなく、
契約期間中に成年後見人等

が選任されれば、関連書類に

ついて、上記例示と同様の対

応が必要となります。

Q42:就農希望者が、機構を活用して農地を借り受けるときのポイントは何ですかつ

まずは、市町を中心とした関係機関で構成する就農促進会議等で就農条件全

般を整理することが肝要です。農地については、地域の農業委員、農地利用最適

化推進委員と連携し、賃料・貸借期間など地権者との借入条件の調整を十分に行
ことが必要です。

Q43:賃料はどのように決めますか。

賃料は、農業委員会の有する情報等を参考にしつつ、地権者、耕作者双方の協

議・合意のもとに決定します。農業委員会や機構が仲介し決定することはあり t

せん。

Q44:賃料の徴収 (機構と耕作者の関係)、 支払 (機構と地権者の関係)の方法と時
期はどのようになりますか。

徴収方法と時期

機構は、原則として耕作者が開設している農協口座から、指定日に引き落とし

ます。
耕作者からの賃料徴収時期は、毎年 11月 10日 です。
②支払方法と時期
機構は、地権者の希望する金融機関の指定口座へ送金します。
地権者への賃料支払時期は、毎年 11月 末日です。

刊隅億をet十う0の■■鳳
′
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※本県では、耕作者の経営品目は水稲が大半を占めること等から、年末までに地

権者に賃料を支払 うこととしています。

※民法 614条 (賃料の支払時期)賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末
に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫

の季節があるものについては、その後に遅滞なく支払わなければならない。

Q45:賃契約期間中に賃料の見直しは可能ですか。

可能です。

契約条件は、地権者、耕作者双方の合意により見直しを行うことができます。

耕作者が農事組合法人の場合は、賃料変更が総会で諮られていれば、次の書類

を法人側で作成し、機構へ届け出てもらうことが必要です。

①集落営農法人賃料変更申出書 (様式 17)

②総会議事録の写し

農用地利用計画の変更申出書兼変更計画書 (耕作者用)(様式 18-2)
※機構から地権者あてに「賃料変更のご案内」を送付します。

上記以外の、賃料変更については、地権者並びに耕作者からの

農用利用計画の変更申出書兼変更計画書 (地権者用)(様式 18-1)
農用利用計画の変更申出書兼変更計画書 (耕作者用)(様式 18-2)の提出が
必要です。

Q47:賃料を減額する場合は、どのような手続きが必要ですか。

減額する場合は、地権者の合意 (集落営農法人においては総会又は役員会での

決議)を得て行い、9月 末迄に申し出のあったものについては当年度、10月 以降
の申し出分は次年度において賃料の変更となります。

Q48:洪水の被害を受けた耕作者から賃料の減額請求がありました。当年度限りの一

時的な賃料の減額であれば、地権者・機構・耕作者間で合意書を取り交わすことによ

り促進計画の変更手続きをしなくてもよいですか。

当年度限りの一時的な扱いとして、関係者間の「合意書」で対応します。

Q49:賃料を代理受領していた地権者の息子が死亡した。今後は息子の嫁に受領させ

たいが、改めて代理の手続きをしなければいけませんか。

代理権は、代理人の死亡により消滅し員す (民法第 111条 )ので、改めて亡息
子の嫁を代「

11人 (支払先)と する手続きが必要です.

つ
じ
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Q46:促進計画の共通事項「賃料の減額の項」に表記されている「やむを得ない事由」

とはどのようなことをいうのですか。

気象災害や病害虫の多発など、耕作者の責に起因しない、収益減の原因をいい

ます.



Q50:地権者 (出 し手)が死亡 した場合、賃料の支払いはどうなりますか。

賃貸借、使用貸借を問わず、地権者の権利義務は相続人が継承することとなり

ますので、相続人は亡くなったことを管轄農業委員会及び機構へ届け出て下さ

い。契約が賃貸借の場合は、賃料送金先が変更となりますので、相続人からの連

絡を受け、機構から相続人へ手続に必要な書類を送付します。

なお、相続人が定まらない場合は、手続きの代表者を決めていただき、Q66で
示す手続きを行いますが、相続人がいない場合はQ65を参考に手続きすること
ができます。

Q51:一括方式では、契約の当事者である機構が賃料授受に関わらないのですか。

機構と耕作者との賃貸借契約により発生した、耕作者への賃料請求権 (債権)

を、地権者に譲り渡すこと (債権譲渡)で、地権者は直接耕作者に賃料の請求を
行うことができます (民法第 466条及び 467条)ので、機構が地権者に対して賃

料を支払う債務については、代物弁済により消滅することから機構は賃料の授

受に関わりませんc

111‐ l li占 ,R
(譲渡人)

山口県農地中間管理機構

((公財)やまぐち農林振興公社)

地権者(出 し

手 譲受人)
料請求  債権

賃料支払 賃料請求権

耕作者(受け手 債務者)

Q52:一括方式の場合、耕作者は機構に対し、賃料授受の報告が必要ですか。

機構は、耕作者への賃料請求権を、地権者に譲渡しているため、耕作者に対し

賃料の支払いについては関与できません。このことから、賃料の支払に関する管
理は当事者同士 (地権者と耕作者)で行うこととなるため、両者に報告を求める
ことはありません。

Q53:一括方式の場合、地権者は耕作者に対 し直接賃料を請求することとなりますが、

支払いが行われなかった場合どうなりますか。

また、地権者は、機構に対 し、賃料を請求することができますか。

地権者は機構から耕作者′ヽの賃料請求権を譲渡された旨を同意 していること

か弓、機構は法的に耕作者に対し賃料の請求をすることはできません

また、同様に地権者は機構に対し、賃料の請求はできません.
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Q54:一括方式において、例えば契約 5年目で、地権者が通帳を確認したところ過去

5年間耕作者からの賃料が支払われていないことが判明しました。地権者から支払い

について相談があつた場合、どのように対応すれば良いですか。

債権譲渡を同意した地権者及び耕作者が履行確認する必要があり、双方で協

議していただくことが基本となります。

関係機関は連携して、地権者と耕作者との紛争が円満に解決できるよう努め

ます。

Q55:促進計画 (配分)及び促進計画 (―括)の耕作者の氏名・住所等を記載する欄に、
「農地法等の法令を遵守していることを申告する。」とありますが、農地法等の法令

とは何ですか?

農地法その他の農業に関する法令 (違反の対象となる規定)
1 農地法 (昭和27年法律第229号 )
①第3条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

②第4条 (農地の転用の制限)

③第5条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

①第42条 (措置命令)

⑤第51条 (違反転用に対する処分)
2 農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号 )
①第 15条の2(農用地区域内における開発行為の制限)
②第 15条の3(監督処分)
3 種苗法 (平成 10年法律第83号 )
①育成者権又は専用利用権の侵害 (第 20条及び第25条参照)
4 農薬取締法 (昭和23年法律第 82号‐)
① 第24条 (使用の禁止)

Q56:借受農地が道路等公共買収にかかつた場合、どのようにすれば良いですか。

公共買収の対象となる筆の全部又は一部を契約から解除する必要があります
ので、耕作者と確認してください。

特に、契約面積減少に伴い、賃料変更となる場合は、変更後の賃料を当事者間

で確認し、変更計画書に記載して、機構へ提出してください。

手続様式は、農用地利用計画の変更申出書兼変更計画書 (様式 18-1,18-2)

です。

※留意事項地権者が、当初契約時に「経営転換協力金」の交付を受けている場合
でも、契約解除が地権者側の意思ではないので、協力金の返還対象外となる可能

性が高いですが、事前に市町担当課の確認が必要です。

Ⅳ 契約途中の手続きについて
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Q57:機構に農地を預けていますが、当該農地を現在の耕作者以外の者に転貸又は売

買することができますか。

現契約の終期までは現行の耕作者の耕作権が優先されますので、契約途中で

の転貸又は耕作者以外の者に売買はできません、

ただし、現耕作者が解約に合意すれば、中途解約により、他の者への転貸や売

買は可能です_

※留意事項

現行の貸借開始時に、地権者が「経営転換協力金」の交付を受けている場合に

は、補助金返還が生じる可能性がありますので、事前に市町担当課の確認が必要

です_

Q58:機構に農地を預けていますが、「空き家バンク」に当該農地を合わせて登録で

きますか?

契約中に売買はできませんので、現耕作者及び機構の合意を得て行う必要が

あります.なお、貸借を前提に農地を購入することは、例外を除いてできません

ので、農地の購入希望者が現耕作者に栽培の継続を約束したとしても売買する

ことはできません_

Q59:農地所有適格法人で「代表者変更」が生じた場合の手続きはどうなりますか。

機構への変更届出が必要です。届出書類は、次のとおりとなりますので、機構

にご連絡ください。
1 契約者情報変更届 (任意様式)
2 法人登記簿層う『本 1通 (法務局で取得してください。写しでも可)
3 機構へ提出済みの「貯金口座振替依頼書」の口座が「前代表者の名前入
り」の場合は、新たに「貯金口座振替依頼書 (様式 10)」 を機構へ提出して

ください。

Q60:機構からの転貸先である農事組合法人が、組織をそのまま株式会社へ組織変更
した場合、どのような手続きが必要ですか。

機構へは、組織名等変更申出書 (参考様式 9)に登記事項証明書等の書類を添
付 し提出していただくこととなりますので、詳 しくは機構にお尋ねください。

なお、組織の変更 (代表者、組合員、役員等)を伴 う場合は、一旦解約 しあら
ためて配分の手続きを行 うこととなりますので、機構にご相談下さい。

Q61:機構の貸付先の個人経営主が、「株式会社」化を計画しています。
どのような手続きが必要ですか。

個人経営と株式会社 (法人)では、人格が違ってきます。このため、機構との
契約は一旦解約が必要となり、解約と併せて新しい人格の株式会社と機構との
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新たな利用権設定となります。この場合、個人経営で締結していた契約の残期間

で新たな契約をするのが基本となります。

Q62:借受農地を利用している農業法人が、その一部を倉庫として転用 したいとき、
どのような手続きが必要ですか。

地権者が 「転用を承諾すること」が大前提となります。

地権者の承諾後、該当する農地の契約 (地権者と機構、機構と農業法人)を解
除 します。

その後、貸借契約及び転用手続き (農地法手続き)は、農業委員会の指導の下、

地権者と農業法人とで行ってください_

Q63:契約期間中に耕作者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか。

賃貸借か使用貸借かで、取扱方法が異なります。

[賃貸借の場合]

耕作者の相続人 (同一世帯であることが必要)が農業経営を継承していく意思

がある場合は、権利の相続が可能です。継承の意思がない場合は、新たな耕作者

を関係機関等と連携し、探すこととなります。Q75を参照してください。
[使用貸借の場合]

耕作者の死亡により契約が終了となります

Q64:促進計画に記載されている地権者が、促進計画の公告前に死亡した場合、どの

ような手続きが必要ですか。

促進計画は無効となり公告できませんので、地権者の相続人を探索 し、新たな

地権者 (相続人)か ら借 り受ける手続きを行います。

Q65:地権者が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、又は、相続人がいない場
合の賃料の支払いはどうなりますか。

1 いずれも、賃貸借契約は継続しますので、契約期間中は耕作者、機構とも、
賃料の支払い義務を負うことになります。
2 利害関係者の申出等により相続財産管理人が選任されれば、同管理人に対
して賃料を支払うことになります。選任されない場合、実務上の相手方がお

らず支払うことができませんので、機構は債務不履行の状態を解消するため、
受領不能を理由とした弁済供託 (民法 494条)をすることとなります。
3 令和 5年 4月 に要領を改正し、集積計画及び促進計画の「賃料の支払方
法」欄に「該当農地が所有者不明となった場合は、賃料は発生しないものと

する。」と記載し、契約者の意向を確認しています。
これにより、当該計画に係る農地について、地権者の死亡等により所有者
不明となった場合は、契約終了まで賃料を「0円」とします。
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ただし、「賃料の支払方法」欄にこの記述が無い契約については、 1又は
2の対応となりますので、各計画の「賃料の支払方法」欄を必ず確認して下
さい。

Q66:地権者が死亡した場合の手続きはどうなりますか。

契約者変更が必要となります。

機構への届出内容は、次のとおりで、機構所定の様式を活用してください。

1 契約を引き継ぐ人 (相続代表)を特定し、機構へ届け出
※届出様式は、機構に連絡いただければ郵送します。
2 契約が賃貸借の場合、上記 1の届出者へ毎年の賃料支払いが生じますので、
様式4「口座振込依頼書兼委任状」の作成が必要です。

Q67:機構が、地権者との契約を解除できるのはどのような場合ですか。

事業規程第 8に次のように記載 していますⅢ

機構が農地中間管理権を有する農用地等 (中略)が次のいずれかに該当すると

きは、当該区域における地域計画の内容や見直しの状況等を考慮したうえで、山
口県知事の承認を受けて、当該契約を解除するものとする。
1 農地中間管理権を取得した後、又は貸付先との契約が解除となった後、概
ね 1年を経過してもなお当該農用地等の貸付けを行う見込みがないとき。
2 略
3 災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく
困難となったとき。

さらに、促進計画 (集積)の共通事項に次のように記載しています。
「機構法第 20条第 1項又は第 2項に該当するときは、県知事の承認を受けて
利用権に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。」

参考 機構法第 20条第 1項又は第 2項
1 相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付け又は農業経営等の
委託を行うことができる見込みがないと認められるとき。
2 災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著し
く困難となったとき。

Q68:使用貸借契約途中で、地権者が死亡 した場合、耕作者の使用貸借による権利は
促進計画の終了日まで継続となりますか。

地権者が死亡しても、機構と耕作者の契約は、期間満 l´ 支で継続 します :,
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V 他事業との関連について

Q69:基盤整備事業実施地区で、中間管理事業 (農地貸借)は どのタイミングで活用

したら良いですか。

権利者会議から換地処分までの問以外は活用できます

中間管理事業開始 (平成 26年度)以降、面工事後の 「一時利用地指定」から
機構を活用する事例が中心でしたが、近年は、機構集積協力金を早期に取得 し法

人等担い手の運営資金に充てることを目的に、面工事前の「従前地」で機構を活

用する方法を選択されるケースが増えています。

なお、「従前地」で機構を活用する場合は、未整備の農地の管理を誰がどのよ

うにするかを具体的に決めておく必要があります_特に、担い手が複数で集積す

る場合は、 一時利用地及び換地後の管理なども話 し合うことが肝要です。

Q70: 機構関連整備事業を実施する際は、中間管理権はいつまでに設定する必要が
あります

本事業を実施するためには、事業計画の公告日に事業要件を満たしているか

否かを判断することになります。このため、中間管理権については事業計画公告

日(国への事業採択中請を行う時期)ま でに事業対象農地全ての利用権を設定す

る必要があります。

Q71:機構関連整備事業を実施する際は、促進計画の決定にあたり、出し手 (地権者)、

受け手 (耕作者)への説明は具体的にどのように行うのですか。

促進計画の決定にあたつて、機構が中間管理権を取得する全ての農用地等の

地権者および耕作者を対象に、機構関連整備事業が行われることがある旨を記

載した書面を交付して、説明することが必要です。

Q72:新規就農者の受け入れ体制を整えるため、予め受入農地を確保したいと考えて
います。どのように取り組んだら良いですか。

新規就農者など地域内外から新たな担い手を呼び込むためには、市町を中心

とした関係機関が連携し、計画的な農地の確保などを支援することが重要です。
その一環として活用できる施設や果樹を含めた優良農地の借入条件の整理を

行い、市町や公社のHPに掲載しPRすることも検討してはいかがでしょうか。
また、借受者が確定した農地であれば、機構が中間保有し速やかに耕作が開始
できるよう農地の管理を行う「借受農地管理等事業」を実施することが可能です。
ただし、国庫事業ですので、借受者の見通しがつき次第、予算確保に向けた対
応が速やかに出来るよう、日頃の情報共有が重要です。
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Q73:2段階方式の契約期間は、基本 10年となっていますが、集約化奨励金は 6年
以上とされています。この関係について教えてください。

2段階方式の契約期間は 10年を基本としてい ますが、地域集積協力金及び集
約化 ′1励金の交付要件とは関係ありません .

Q74: 契約期間中に契約農地が災害を受けた場合の復旧費用は、誰が負担しますか。

農地の復旧費用は、地権者が負担するのが原則ですが、事前の申し合わせ事項

を取り交わして、耕作者が負担することを条件に貸借を行うことも可能です。

Q75:(機構の)貸出希望農地登録制度は、令和 5年 4月 になくなりましたが、農家

(地権者・耕作者)か らの問い合わせには、どのように対応すれば良いですか。

地域計画の策定。実現に活用できる農地情報として、市町の1l P等 による発信

を検討いただき、機構HPと リンクする形で情報の発信・共有化を進めていきま
す .

※現在、機構HPで 2市町の情報を公開 してい iますので、参考の上積極的な活用
を御検討ください。

Q76:契約期間中の固定資産税等の農地に係る経費は誰の負担ですか。

基本的には、地権者の負担です。なお、土地改良区の賦課金や水利費等につい

ては、地域の土地改良区のルールに従って支払うこととなりますので、その他の

管理条件等を含め、地権者・耕作者の当事者間で契約前に確認してください。

Q77:中間管理事業により機構から農地を借り受けた担い手が、特定農作業受委託契

約により他の者に作業を行つてもらうことはできますか。 (裏作等を想定 )

特定農作業受委託は、農作業等の受委託を契約するもので、権利の設定 (いわ

ゆる又貸し)ではありません
従って、他の者に作業を行ってもらうことは可能です。

Q78:契約の期間満了の通知及び再契約の手続きは、どのように行つていくこととな
りますか。

2段階方式に係る期間満了の通知については、契約終了の 6ヶ 月前を目安に
機構から地域計画の策定主体である関係市町に送付するとともに、当分の間、耕

作者に対しても機構から送付 します。

再度契約する場合は、新規で貸借を行った時と同様の手続きが必要となりま

す。

Ⅵ その他
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Q79:「耕作者の農地管理が悪いのでしつかり指導をして欲しい」と地権者から申出

があった場合、どう対応しますか。

機構は、市町等と連携し、耕作者に対し現地で聞き取りを行うなど農地管理状

況を早急に調査、確認した上で、改善が必要と認めた場合は、適正な農地管理を

行うよう要請します。
正当な理由なく指導に応じず、契約解除の検討が必要と判断されれば、機構は

耕作者から農地の利用状況報告書 (様式 24)の提出を求めます。
それでも、報告書を提出しないときや報告書に基づく改善がなされない場合

は、知事の承認を受けて契約解除を行うこととなります .

Q80:耕作者が農地管理が悪いため市町や農業委員会が耕作者への改善要請を行いま

したが、全く改善に応じる気配がありません。強制的に解約を行い、他の耕作者に管

理 (利用権設定)させることはできませんか?

耕作放棄状態で管理不十分な農地であっても、所定の手続き(Q79)を経ずに

他の耕作者に管理してもらうことはできません。この場合機構から、耕作者に対

し「農地の利用状況報告書 (様式 24)」 の提出を求め、今後の栽培管理の意思・

計画を確認します。提出されない場合や提出されても履行されない場合は、知事

の承認を受けて解約に向けた手続きを進めることとなります。

※促進計画及び配分計画の裏面共通事項の「利用権解除」の項に、解除条件と

して「当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき。」と記載

Q81: 契約期間中に、地権者が農地の返還を求めてきた場合の対応はどうなります

基本的には、耕作者の耕作権が優先されるため、耕作者の合意がなければ、契
約の解除はできません。

①「農地の利用状況報告書(様式 24)」 を提出依頼通知(郵送・手交)

②報告書が提出され

の意思が確認できれば経過を見る

改善に向けて

②提出されない、受け取らない場合

耕作の意思がないと判断
③改善されなければ、再度報告書の

提出を求めるが、改善されない。
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Q82:契約期間中に耕作者が農業経営をやめてしまつた場合、どうなりますか。

地権者の合意を得て、解約手続きを行います。

しか し、地域の話 し合いで、次期耕作者が決定している場合は、2段階方式で

あれば機構と耕作者の促進計画 (配分)のみを解約 し、新たな耕作者と再度契約
(再配分)を行います。
地権者の合意が得 られない場合は 2段階方式であれば、やむを得ず耕作者 と
の契約を解約 し、機構で中間保有することとなります。新たな耕作者が見つから

ないまま 1年間が経過 した場合は、地権者 との契約も解除することとなります。

Q83:市町が機構に促進計画の案を提出する場合、農業委員会の意見を聴取しますが、

何に基づいて意見を聴取することとなりますか ?

機構法第 19条第 3項により行います。なお、農業委員会が機構に促進計画の

作成を要請する場合 (機構法 18条第 11項 )は、事務の迅速化のため、同法第 18

条第 3項に規定される市町の意見を聞いていただくこととしています。

Q84:促進計画 (集積)及び促進計画 (―括)については、県からの権限移譲により市

町が認可公告を行うこととなつていますが、事務処理については何に基づいて行うこ

ととなりますかつ

県が定めた「農地中間管理事業関係事務処理要領」に基づいて行ってください

Q9、 10の関係法の一部抜粋

従来は旧農業経営基盤強化促進法 (令和 4年 5月 改正以前)

第 19条 (農用地利用集積計画の公告)

同意市町村は、農用地利用集積計画を定めたときは、農林水産省

令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければなら

ない。

第 20条 (公告の効果)

前条の規定による公告のあったときは、その公告があった農用地

利用集積計画の定めるところによって利用権が設定され、若しくは

移転し、又は所有権が移転する。

現在は農地中間管理事業の推進に関する法律 (令和 4年 5月 改正)

「該当のQ&A」 と「参考事項」
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第 18条 第 1項

前段 略
農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転若しくは

農作業の委託を受け、又は賃貸借、使用貸借による権利若しくは経

営受託権の設定若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林

水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定め、

都道府県知事の認可を受けなければならない。

第 7項

都道府県知事は、第 1項の認可をしたときは、農林水産省令で定

めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通

知するとともに、公告しなければならない。

前条の規定による公告があったときは、その公告があった農用地

利用集積等促進計画の定めるところによって第 1項の権利が設定さ

れ、又は移転する。

※民法の関連条項  [民法第 135条 期限の到来の効果 ]
法律行為に始期を付 したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、

これを請求することができない。

法律行為に終期を付 したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に

消滅する。

一
すぐに権利が発生 。消滅 しない場合 (図解)一
停止条件

解除条件

始期付期限

終期付期限

条件が決まると権利が発生する

条件が決まると権利が消滅する

期限がくると権利が発生する

期限がくると権利が消滅する

Q12 音の抵当権登記を抹消する方法

項目のみ記載

①当事者の合意による抵当権登記抹消手続き方法

②休眠担保権抹消の特例による方法

③訴訟による方法

Q31 相続人の範囲と順位

配偶者は常に相続人

契

　

　

約
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①第1順位は子

②第2順位は親など

③第3順位は兄弟姉妹

父 母

姉

姪長 男

孫

‐目固覇目 回□目

両親が死亡している場合、第 2順位

2順位

必 になる 第 3順位

【死亡】
第 1順位

子が死亡 している

場合第 1順位なる

兄弟 (姉・弟)が死亡して

いる場合第 1順位なる

※甥、姪の子供への代襲

相続はない

被相続人に相続人がいない場合 (かつ、遺言もない場合)に、利害関係者
等の申立により、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。相続財

産管理人は相続人や被相続人の債権者などを公告により探索しますが、この

公告をしてもなお相続人が現れなければ、「相続人不存在」が確定し、債権

者への対応等をした後、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に被相続人
の財産を取得できる人のことです。民法では、特別縁故者について「被相続

人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相

続人と特別の縁故があった者 (民法 958の 3)と 定めています。

Q41  成年後見人、保佐人、補助人の場合
本人の判断能力の程度に応 じて「後見」、「保佐」、「補助」の 3つの制度があり

ます .

後  見 保  佐 補 助
対象者 判断能力が欠けて

いるのが通常の状態

判 断能 力が 著

しく不十分な方

判断能力が不十

分な方

申立てを

することが

できる方

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
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家庭裁判所で後見人に選任された後、後見人と機構間で、貸借契約締結事務を

実施 します。

この場合、後見人は法務局で登記事項証明書を取

得 し、契約事務の際に添付 します。

促進計画 (集積)の記載方法等は次のとお りです。
j茂年イ炎見人□□□□

檬式 2(巴9,tre■ 名
'

当初契約時だけでなく、契約期間中に成年後見人等

が選任されれば、関連書類について、上記例示と同様の

対応が必要となります。

成年後見人の場合

利用権を設定する者の欄に次のように
記載。

船 猪

※保佐人、補助人の場合

いずれの場合も、登記事項証明
書の添付が必要。

利用権を設定する者の欄

・地権者

利用権設定する者以外の者の欄

・保佐人又は補助人の氏名等

記載

※補助人の場合も同様の対応

ノ
″

_r

ヽ

｀
ヽ ・ .● ●●′●

`●
●   ~‐●●●..

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
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